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（総 務 課） 
 

 

 

（１）情報公開について 

① 制度の概要 

政府の諸活動に係る説明責任が全うされるようにするとの考え方を基本に、

何人も国の行政機関の保有する行政文書の開示を求めることができる権利を

定めた「行政機関の保有する情報の公開に関する法律（行政機関情報公開法）」

に基づき、行政文書を開示するものです。 

 

② 業務内容 

関東信越厚生局においては、保有する行政文書について開示請求があった場

合、不開示情報として規定された７つの類型※に該当するもの以外の情報を開

示しています。 
※ 不開示情報として規定された７つの類型 

➊ 特定の個人を識別できる情報 

➋ 匿名加工情報 

➌ 法人の正当な利益を害する情報 

➍ 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報 

➎ 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報 

➏ 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間

に混乱を生じさせるおそれがある情報 

➐ 行政機関又は独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報 

 

③ 実 績                          （単位：件） 

 
前年度から

の繰越件数 

令和４年度 

開示請求件数 

開  示  結  果 
翌年度への

繰越件数 開示（部分

開示含） 
不開示 取り下げ 

令和４年度 11 357 345 3 13 7 

 

（２）個人情報開示について 

① 制度の概要 

個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成そ

の他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、行政機関等の事

務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護すること

を目的とした「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）に基づき、個

人から自己の個人情報について、行政機関に対して開示請求があった場合に開

示します。 

 

② 業務内容 

関東信越厚生局においては、保有する個人情報について開示請求があった場

合、不開示情報として規定された７つの類型※に該当するもの以外の情報を開

示しています。 

 

 

１．情報公開・個人情報開示の推進について 
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※ 不開示情報として規定された７つの類型 

➊ 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

➋ 開示請求者以外の個人に関する情報 

➌ 法人の正当な利益を害する情報 

➍ 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報 

➎ 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報 

➏ 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間

に混乱を生じさせるおそれがある情報 

❼ 行政機関又は独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報 

 

③ 実 績                          （単位：件） 

 
前年度から

の繰越件数 

令和４年度 

開示請求件数 

開  示  結  果 
翌年度への

繰越件数 開示（部分

開示含） 
不開示 取り下げ 

令和４年度 0 18 18 0 0 0 

 

 

 

（１）制度の概要 

平成２２年１月１日の社会保険庁廃止に伴い、これまで旧社会保険庁が所管し

ていた年金特別会計所属の国有財産のうち、日本年金機構に出資しなかった国有

財産については、同日付をもって、当該財産の所在地を管轄する地方厚生（支）

局に所属替されました。 

また、日本年金機構に出資したのち不要となった財産については、国庫納付さ

れ、土地や建物の国有財産については、当該国有財産の所在地を管轄する地方厚

生（支）局に所属替されることとなっております。 

関東信越厚生局においては、これらの国有財産については、年金財政に資する

ため売払い手続きを進めることとしており、早期売却に向けて適切な管理を実施

しているところです。 

 

（２）業務内容 

① 国有財産の管理 

(ｱ) 国有財産総合情報管理システムの運用 

・価格改定作業 

・毎会計年度間における国有財産増減、毎会計年度現在における現在額報

告書の作成等 

・国有財産の情報公開(一件別情報） 

(ｲ) 財産の維持管理 

・防犯、警備会社への委託、看板（立入禁止）の設置  

・環境衛生、雑草駆除  

・土壌汚染調査、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）調査  

・境界確定及び測量 

(ｳ) 国有財産の貸付 

・有償貸付、無償貸付  

 

 

 

２．年金特別会計にかかる国有財産の管理及び処分について 
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② 国有財産の処分  

(ｱ) 売払い 

・行政財産の用途廃止手続き  

・不動産鑑定評価 

・公用・公共用取得要望の有無の確認 

・売払いに係る厚生労働大臣承認申請手続き 

・売払いに係る財務大臣承認申請手続き 

・一般競争入札 

(ｲ) 譲与  

(ｳ) 建物の取壊し  

 

（３）実 績 

   令和４年度 売却処分 ２件 
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（企画調整課） 
 

 

 

（１）制度の概要 

社会保険医療協議会法（昭和２５年法律第４７号）（以下この項目において「法」

という。）に基づき、中央には「中央社会保険医療協議会」が設置され、地方には

「地方社会保険医療協議会」が全国８地方厚生（支）局ごとに設置されています。 

 

① 地方社会保険医療協議会の所掌事務 

法第２条第２項の規定により「保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の

取消し並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消しについて、厚生労働大臣の

諮問に応じて審議し、及び文書をもって答申するほか、自ら厚生労働大臣に、

文書をもって建議することができる。」と規定されています。 

 

② 地方社会保険医療協議会の組織 

審議内容により「保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し並びに

保険医及び保険薬剤師の登録の取消し」などを審議する「総会」と、法施行令

とこれに基づき関東信越地方社会保険医療協議会が定めた「関東信越地方社会

保険医療協議会議事規則」（以下この項目において「議事規則」という。）によ

り、「保険医療機関及び保険薬局の指定（総会の審議事項を除く）」を審議する

「部会」で構成され、定数は法によって、総会が２０名、部会が８名と規定さ

れています。 

なお、部会については、議事規則第７条１項の規定により、都県ごとに部会

を置くことができ、関東信越地方社会保険医療協議会には１都９県に設置され

ています。 

 

【保険医療機関の指定等の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．関東信越地方社会保険医療協議会の運営について 



第Ⅱ章 業務概要（実績） 企画調整課 

 

10 

 

③ 地方社会保険医療協議会の構成員 

令和５年３月末現在では総会審議のみに出席する委員５名、総会及び部会の

審議に出席する委員１５名と、原則として部会審議にのみ出席し、事案により

総会審議に出席する臨時委員６５名の計８５名です。 

 

（２）業務内容 

総会の庶務は、企画調整課が担当し、部会の庶務は、関東信越厚生局管内の各

都県の厚生局事務所（埼玉県については指導監査課。以下同じ。）が担当していま

す。 

具体的には、それぞれの庶務担当が関東信越地方社会保険医療協議会会長又は

部会長と調整を行ない、総会と部会の運営を行っています。 

また、委員の改選は、法第４条第１項により任期は２年とされ、１年ごとにそ

の半数を任命することとなっており、これに関する事務も行っています。 

なお、改選以外に委員又は臨時委員が辞任する場合は、後任の委員又は臨時委

員を委嘱します。 

 

（３）実 績 

① 総 会 

総会は、法第６条において、正当な理由がある場合を除いては、６か月に１

回以上開かなければならないと規定されています。 

総会においては、保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し等を審

議するほか、会長及び会長代行の選出、部会に属すべき臨時委員の指名を行っ

ています。 

【開催状況】 

令和４年度は、総会を８回開催し、その概要は以下のとおりです。 

 審議を行った事項等 

第73回総会 

（令和４年５月18日開催） 
・元保険薬局及び元保険薬剤師への対応（東京） 

第74回総会 

（令和４年７月20日開催） 
・保険医の登録の取消（東京） 

第75回総会 

（令和４年９月21日開催） 
・元保険薬局への対応（茨城） 

第76回総会 

（令和４年10月19日開催） 

・改選に伴う会長の選出 

・部会に属すべき委員及び臨時委員の承認 

・元保険医療機関への対応及び保険医の登録の取消（東京） 

・元保険医療機関への対応（東京） 

第77回総会 

（令和４年11月16日開催） 

・元保険医療機関への対応及び保険医の登録の取消（神奈川） 

・保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消（東京） 

・保険医療機関の指定の取消（東京） 

第78回総会 

（令和４年12月14日開催） 
・保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消（東京） 

第79回総会 

（令和５年２月15日開催） 

・保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消（千葉） 

・保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消（東京） 

第80回総会 

（令和５年３月15日開催） 
・元保険医療機関及び元保険医への対応（東京） 
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【参考】これまでに開催された「関東信越地方社会保険医療協議会(総会)」の議事要旨等は、関

東信越厚生局ホームページに掲載をしています。 

関東信越厚生局 > 業務内容 > 関東信越地方社会保険医療協議会 > 総会 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/shakaihoken_kyogi/sokai/index.html) 

 

② 部 会 

関東信越厚生局管内の各都県の厚生局事務所では、保険医療機関・保険薬局

指定申請を随時に受理しているため、毎月開催しています。 

【開催状況】 

関東信越地方社会保険医療協議会の１０部会とも、令和４年４月から令和５

年３月まで（主に令和４年５月から令和５年４月指定分を審議）の各月におい

て開催し、保険医療機関等の指定を審議しました。令和４年度に関東信越地方

社会保険医療協議会の１０部会で審議された保険医療機関等の総計は以下の

とおりです。 
（単位：件） 

 
医科 歯科 薬局 

新規指定 指定更新 新規指定 指定更新 新規指定 指定更新 

審議件数 1,872 6,586 982 5,946 1,233 3,510 

【参考】詳細は第Ⅴ章 資料・データ集の企画調整課関係に掲載をしています。 

 

③ 改選について 

令和４年１０月の半数改選の際には、関係の団体へ委員・臨時委員の推薦依

頼を行い、厚生労働本省に内申の手続きを行うとともに、令和４年１０月１日

付で４４名（委員１０名、臨時委員３４名）に厚生労働大臣からの委嘱状を交

付しました。 

また、令和４年度では６名の臨時委員が任期途中で交代したため、前任者の

残期間を任期として委嘱状を交付しました。 

 

 

 

（１）概要 

厚生労働行政に関して、関東信越厚生局のホームページを活用し、国民の皆様

から「ご意見・ご要望」及び「お問い合わせ（ご質問）」を募集しています。 

 

（２）業務内容 

企画調整課においては、国民の皆様からホームページに寄せられた「ご意見・

ご要望」及び「お問い合わせ（ご質問）」の受付をし、厚生局内の担当部署に回送

をしています。また、「お問い合わせ（ご質問）」は、ご質問をいただいた方に速

やかに回答するとともに、「ご意見・ご要望」については、今後の業務改善等の参

考とさせていただいています。 

なお、令和４年度中にホームページに寄せられた件数は、「ご意見・ご要望」が

３０３件、「お問い合わせ（ご質問）」は１,２４６件ありました。 

 

 

 

２．国民の皆様からの｢ご意見・ご要望｣及び｢お問い合わせ（ご質問）」について 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/shakaihoken_kyogi/sokai/index.html
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（１）概要 

関東信越厚生局に寄せられる「国民の皆様の声」は、厚生行政の政策改善につ

ながるきっかけとなるものであることから、厚生労働本省の担当部局に報告し、

業務改善に役立てています。 

 

（２）業務内容 

企画調整課においては、関東信越厚生局に寄せられた「国民の皆様の声」の内

容を取りまとめ、「国民の皆様の声」の内容を担当する厚生労働本省の部局に報

告しています。また、厚生労働本省への報告状況を関東信越厚生局内に周知して

います。 

なお、令和４年度中に関東信越厚生局に寄せられた「国民の皆様の声」につい

て、厚生労働本省の担当部局に報告した件数は３４件です。 

 

 

 

（１）概要 

公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法

令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為

を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するも

のです。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、関東信越厚生局ホームページ上に、公益通報者保護法に

基づいて、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公

益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事

実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じてい

ます。 

３．「国民の皆様の声」について 

４．公益通報について 
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（年金指導課） 
 

 

 

（１）制度の概要 

公的年金制度は、社会全体で高齢者などの生活を支えようという考えのもとに

生まれました。公的年金の対象は「老齢年金」だけではなく、思わぬ事故や病気

になったときの「障害年金」、一家の働き手が亡くなったときのための「遺族年

金」があります。 

現在、公的年金制度である政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業

（以下「政府管掌年金事業」という。）は、厚生労働大臣から政府管掌年金事業に

係る権限の委任及び事務が委託された日本年金機構（以下「機構」という。）によ

って、国の適正な管理・監督の下、各法令の規定等に基づき、業務が行われてい

ます。 

機構が行う業務のうち、滞納処分や適用事業所への立入検査等といった公権力

の行使に当たる業務については、公正性や客観性が十分に担保された上で実施さ

れなくてはなりません。 

このため、機構が滞納処分等を実施しようとする場合には、あらかじめ地方厚

生（支）局長の認可（厚生労働大臣の権限を地方厚生（支）局長に委任）が必要

になります。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、日本年金機構から提出された滞納処分等の認可申請につ

いて、日本年金機構がこれまで当該事業所等に対して実施した督促状況のデータ

等の審査を行い、適正な申請と認められる場合は日本年金機構に対し認可書を発

行します。 

また、機構が実施した滞納処分等の結果報告等により、機構が適正に滞納処分

等を実施しているか等の事後確認も行っています。 

 

（３）認可等の種類 

① 認可業務 

(ｱ) 機構の徴収職員・収納職員の任命に係る認可 

(ｲ) 機構が行う滞納処分等に係る権限の認可 

(ｳ) 機構が行う立入検査等に係る権限の認可 

 

② 結果報告等の確認業務 

(ｱ) 徴収職員・収納職員の異動報告 

(ｲ) 滞納処分等の結果報告 

(ｳ) 立入検査等の結果報告 

 

 

 

 

 

１．日本年金機構の業務に係る認可について 
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（４）実 績 

 令和４年度 

徴収職員・収納職員の認可 

① 徴収職員 

② 収納職員 

 

311 人 

274 人 

滞納処分等の認可 

① 厚生年金保険関係 

② 国民年金関係 

 

746,995 件 

60,830 件 

立入検査等の認可 

① 事業所関係 

② 受給権者・被保険者関係 

 

363,086 件 

1 件 

滞納処分等の結果報告の確認 

① 厚生年金保険関係 

② 国民年金関係 

 

22,693 件 

5,549 件 

立入検査等の結果報告の確認 

① 実施 

② 実施不能 

③ 未実施 

 

163,804 件 

1,946 件 

195,027 件 

 

 

 

（１）制度の概要 

納付義務者が災害等により、その財産につき相当な損失を受けた場合において、

納付すべき厚生年金保険料等を一時に納付することができないと認められる場

合は、厚生年金保険法第８９条等の規定により準用する国税通則法第４６条に基

づき、その納付を猶予することができます。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、納付義務者から日本年金機構を通じて提出のあった厚生

年金保険料等の納付の猶予に係る申請について、添付書類や日本年金機構が作成

した調査票等の照合・確認など総合的に審査を行い、許可通知書または不許可通

知書を作成のうえ日本年金機構を通じて納付義務者に通知します。 

 

（３）実 績 

 令和４年度 

厚生年金保険料等の納付猶予の許可等 

① 許可 

② 不許可 

 

2 件  

0 件  

２．厚生年金保険料等の納付の猶予について 
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（年金調整課） 
 

 

 

（１）制度の概要 

社会保険労務士は、労働・社会保険の専門家として、労働・社会保険諸法令に

基づいて、行政機関に提出する書類や申請書等を依頼者に代わって作成したり、

企業の労務管理やコンサルティング等を行っています。 

これらの社会保険労務士が行う業務の監督・指導等については、厚生労働大臣

が行うものとされており、そのうち社会保険諸法令に関するものは、地方厚生（支）

局が行っています（※労働諸法令に関する業務は、都道府県労働局が行っていま

す）。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、社会保険労務士が社会保険諸法令に基づき行う業

務が適正に実施されるよう、主に次の業務を行っています。 

 

① 社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対する報告及び検査 

② 社会保険労務士が社会保険労務士法等に違反した場合の社会保険労務士

会等からの通知の受理 

③ 社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令 

④ 社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査 

⑤ 社会保険労務士会からの社会保険労務士等に対して注意勧告を行った場

合の報告 

⑥ 社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に係る聴聞 

⑦ 全国社会保険労務士会連合会が実施している社会保険労務士試験への協

力等 

 

（３）実 績  

令和４年度における社会保険労務士の不正事案に係る情報提供数等は次のと

おりです。 
（単位：件） 

情 報 提 供 
社会保険諸法令 

に関するもの 

労働諸法令 

に関するもの 

社会保険諸法令に 

関する懲戒処分 

1 1 0 0 

 

（参考）都県別の社会保険労務士の会員数 
（令和５年３月３１日現在） 

都 県 名 
会 員 数（人） 社労士法

人会員数

（法人） 開業 法人の社員 勤務 その他 合計 

茨 城 県 363 48 79 31 521 28 

栃 木 県 273 39 58 16 386 29 

群 馬 県 348 43 0 206 597 27 

１．社会保険労務士に関する業務について 
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埼 玉 県 1,265 117 450 137 1,969 69 

千 葉 県 1,088 81 253 231 1,653 58 

東 京 都 4,343 1,132 4,880 1,247 11,602 728 

神 奈 川 県 1,636 164 454 555 2,809 95 

新 潟 県 336 59 106 47 548 35 

山 梨 県 144 14 28 12 198 11 

長 野 県 368 56 146 56 626 29 

合 計 10,164 1,753 6,454 2,538 20,909 1,109 

 

 

 

（１）制度の概要 

日本年金機構法に規定する年金委員は、適用事業所の事業主や市区町村等の推

薦により厚生労働大臣からの委嘱を受けて、年金制度への理解と信頼を深めてい

ただくため、適用事業所や地域での普及・啓発活動を行う無報酬の民間協力員で

す。 

年金委員は、適用事業所の事業主が推薦し、厚生労働大臣から委嘱される「職

域型の年金委員」と、市区町村等が推薦し、厚生労働大臣から委嘱される「地域

型の年金委員」の二種類に区分されています。 

また、多年にわたり政府管掌年金事業の推進・発展に貢献した年金委員に対し

て、その功績を称え労苦に報いるとともに、政府管掌年金事業の一層の推進に寄

与することを趣旨として、年金委員功労者厚生労働大臣表彰を実施しています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、年金委員の委嘱等に関するものは厚生労働大臣か

ら地方厚生（支）局長に権限を委任されており、主に次の業務を行っています。 

 

① 委嘱・解嘱に係る審査、決定及び委嘱・解嘱状、年金委員証明書の交付 

② 年金委員名簿の管理 

③ 年金委員功労者厚生労働大臣表彰候補者の確認・審査等 

④ 諸変更手続 

 

（３）実 績 

令和４年度における年金委員委嘱処理件数等は次のとおりです。 
（単位：件） 

区    分 委嘱件数 解嘱件数 

職 域 型 4,881  2,003  

地 域 型 1,300  458  

合 計 6,181 2,461  

 

 

 

２．年金委員に関する業務について 



第Ⅱ章 業務概要（実績） 年金調整課 

 

17 

 

（参考①）都県別の年金委員数の状況は次のとおりです。 
（令和５年３月３１日現在） 

都  県  名 職域型（人） 地域型（人） 合 計（人） 

茨  城  県 2,534 123 2,657 

栃  木  県 2,394 216 2,610 

群  馬  県 2,214 210 2,424 

埼  玉  県 3,447 350 3,797 

千  葉  県 2,764 272 3,036 

東  京  都 8,996 704 9,700 

神 奈 川 県 3,785 458 4,243 

新  潟  県 4,160 123 4,283 

山  梨  県 1,446 70 1,516 

長  野  県 4,005 103 4,108 

合    計 35,745 2,629 38,374 

 
（参考②）令和４年度における都県別の年金委員功労者厚生労働大臣表彰受賞者数 

都  県  名 受賞者数（人） 

茨  城  県 1 

栃  木  県 2 

群  馬  県 1 

埼  玉  県 2 

千  葉  県 2 

東  京  都 5 

神 奈 川 県 2 

新  潟  県 3 

山  梨  県 1 

長  野  県 3 

合    計 22 

 

 

 

（１）制度の概要 

学生納付特例制度（就学中で所得が少ない２０歳以上の学生は、本人の申請に

より国民年金保険料の納付を猶予（１０年間）し、卒業後に追納できる仕組み）

については、学生の住民票のある市区町村等に申請を行う必要があります。 

このため、学生がより申請をしやすくするため、学生納付特例事務法人として

指定を受けた大学等で申請を代行することができます。 

 

３．学生納付特例事務法人に関する業務について 
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（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、日本年金機構地域部と連携し、主に次の業務を 

行っています。 

 

① 制度周知及び代行事務の協力要請 

② 学生納付特例事務法人の指定等に係る審査及び決定 

③ 学生納付特例事務法人の指定取消等 

④ 学生納付特例事務法人の諸変更手続 

 

（３）実 績 

令和４年度における学生納付特例事務法人の指定及び取消処理件数は次のと

おりです。 

新規指定法人等数 法人等指定取消数 年度末の指定法人等数 

11法人 2法人 141法人 

 

（参考）新規の 11法人は次のとおりです。 

県   名 学生納付特例事務法人 指定年月日 

茨 城 県 学校法人 駿優国際学園 令和 4年 9月 7日 

群 馬 県 学校法人 群馬総合カレッジ 令和 4年 9月 9日 

埼 玉 県 学校法人 にとぐりスクール 令和 4年 11月 8日 

千 葉 県 学校法人 花沢学園 令和 4年 10月 17日 

東 京 都 

学校法人 新宿学園 令和 4年 9月 20日 

学校法人 資生堂学園 令和 5年 1月 24日 

学校法人 ＡＲＣ学園 令和 5年 2月 8日 

学校法人 山野学苑 令和 5年 3月 23日 

神 奈 川 県 独立行政法人 労働者健康安全機構 令和 4年 9月 7日 

新 潟 県 学校法人 国際総合学園 令和 5年 2月 8日 

山 梨 県 公立大学法人 山梨県立大学 令和 4年 5月 9日 

【参考】学生納付特例事務法人一覧については、第Ⅴ章 資料・データ集の年金調整課関係をご

覧ください。 

 

 

 

（１）制度の概要 

保険料納付確認団体は、同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とす

る団体等が、厚生労働大臣より権限を委任された地方厚生（支）局長の指定を受

け、その団体の構成員である国民年金被保険者の委託を受けて、当該被保険者の

国民年金保険料の納付状況を確認できる仕組みです。 

 

 

 

４．保険料納付確認団体に関する業務について 
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（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管轄する日本年金機構地域部と連携し、主に次の

業務を行っています。 

 

① 保険料納付確認団体の指定等に係る確認及び決定 

② 保険料納付確認団体への改善命令等 

③ 保険料納付状況の情報提供 

 

（３）実 績 

令和４年度に新たに指定を行った団体はありません。 

 

（参考）保険料納付確認団体 

県  名 団  体  名 

千 葉 県 公益社団法人千葉県医師会 

山 梨 県 一般社団法人山梨県薬剤師会 

 

 

 

（１）制度の概要 

住民の一番身近な行政窓口である市区町村に国民年金事務の一部を委託して

おり、市区町村が行う国民年金事務に必要な費用を国民年金事務費交付金として

支払いを行っています。 

この交付金には、法律により市区町村が受託事務を遂行するに当たって必要な

経費に対して交付する「法定受託事務」と、法律に定めはないが厚生労働省、日

本年金機構、市区町村との協力連携のもと事務を遂行するに当たって必要な経費

に対して交付する「協力・連携事務」に区分されています。 

 

① 法定受託事務の主な業務 

被保険者の資格の取得・喪失、種別の変更、氏名・住所の変更等に関す

る届出を受理し、その届出に係る事実を審査するとともに、厚生労働大臣

に報告する事務など 

② 協力・連携事務の主な業務 

市区町村において行われる業務や年金制度の周知に関する来訪・電話・

文書による相談など 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内市区町村（１都９県４５０市区町村）に対し

て事務取扱交付金を交付するため、市区町村から提出される「法定受託事務」、

「協力・連携事務」に対する各種報告書の内容審査や、日本年金機構、市区町村

との連絡調整及び厚生労働省（年金局）への報告等の業務を行っています。 

また、市区町村職員との連携強化を図るため、国民年金等事務取扱交付金に関

する説明資料を関東信越厚生局ホームページに掲載し、市区町村から提出のあっ

た決算報告書と市区町村にある関係帳簿との報告内容に相違がないかの審査を

行うため、市区町村に出向いての実地審査を行っています。 

５．国民年金等事務取扱交付金に関する業務について 
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（３）実 績 

令和４年度における国民年金等事務取扱交付金の交付額 

 

① 法定受託事務に対する交付 

市 区 町 村 数 交付決定額（千円） 
内   訳 

概算交付額（千円） 精算交付額（千円） 

450 9,365,996 4,989,846 4,376,150 

 

② 協力・連携事務に対する交付 

市 区 町 村 数 交付決定額（千円） 
内   訳 

概算交付額（千円） 精算交付額（千円） 

450 2,150,271 866,463 1,283,808 

 

 

 

（１）制度の概要 

日雇特例被保険者※手帳の交付等に関する事務は厚生労働大臣が指定した市区

町村（健康保険事務指定市町村、以下「指定市町村」といいます。）で行うことと

されており、それらの事務の必要な経費を厚生労働省から交付することとしてい

ます。 
※ 日雇特例被保険者とは、健康保険法第３条第２項に規定のある、適用事業所に使用され

る日雇労働者のことです。日雇特例被保険者の保険者は全国健康保険協会ですが、指定市

町村に居住している日雇特例被保険者は、居住地の役所（役場）にて日雇特例被保険者手

帳の交付など一部の手続きができます。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、指定市町村に対して指定市町村交付金を交付する

ため、指定市町村から提出される各種書類の内容審査のほか、毎月、指定市町村

からの事業状況報告の取りまとめ、厚生労働省（年金局）への報告等の業務を行

っています。 

 

（３）実 績 

令和４年度における健康保険事務指定市町村交付金の交付額 

指定市町村数 申請市町村数 
交 付 額 

件 数 金 額（円） 

27  23 134 11,809 

 

 

 

（１）制度の概要 

年金生活者支援給付金は、年金を含めて所得の低い方の生活を支援するため、

老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者の方に年金に上乗せして支

給を行います（令和元年１０月１日施行）。 

この年金生活者支援給付金の支給に係る事務の一部は、住民の一番身近な行政

窓口である市区町村に委託しており、市区町村が行う支給事務に対して必要な費

６．健康保険事務指定市町村交付金に関する業務について 

７．年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金に関する業務について 
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用を年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金として支払いを行い

ます。 

この交付金には、法律により市区町村が受託事務を遂行するに当たって必要な

経費に対して交付する「法定受託事務」と、法律に定めはないが、厚生労働省、

日本年金機構、市区町村との協力連携のもと事務を遂行するに当たって必要な経

費に対して交付する「協力・連携事務」に区分されています。 

 

① 法定受託事務の主な業務 

第１号被保険者期間のみを有する者の老齢給付金の請求等の受理及び

その請求等に係る事実を審査するとともに日本年金機構に送付する事務

など 

② 協力・連携事務の主な業務 

市区町村において行われる業務や給付金制度の周知に関する来訪・電

話・文書による相談など 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内市区町村（１都９県４５０市区町村）に対し

て年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金を交付するため、市区町

村から提出される「法定受託事務」、「協力・連携事務」に対する各種報告書の内

容審査や、日本年金機構、市区町村との連絡調整及び厚生労働省（年金局）への

報告等の業務を行っています。 

また、市区町村職員との連携強化を図るため、年金生活者支援給付金支給業務

市町村事務取扱交付金に関する説明資料を関東信越厚生局ホームページに掲載

し、市区町村から提出のあった決算報告書と市区町村にある関係帳簿との報告内

容に相違がないかの審査を行うため、市区町村に出向いての実地審査を行います。 

 

（３）実 績 

令和４年度年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金の交付額 

 

① 法定受託事務に対する交付 

市区町村数 申請市区町村数※ 交付決定額（千円） 

450 443 164,540 

 

② 協力・連携事務に対する交付 

市区町村数 申請市区町村数※ 交付決定額（千円） 

450 443 14,580 

※ 一部の市区町村において、交付申請が０円のところがあったため、市区町村数と申請市

区町村数が相違しています。 
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（年金審査課・各年金審査分室） 
 

関東信越厚生局には、年金記録訂正請求に関する調査事務などを行うための事務

組織として、年金審査課（さいたま市）のほか、千葉年金審査分室（千葉市）、東京

年金審査分室（新宿区）、及び神奈川年金審査分室（横浜市）を設置しています。以

下、年金審査課及び各年金審査分室に共通する業務について説明します。 

 

 

 

（１）制度の概要 

年金に加入していた期間や保険料の納付状況など厚生労働大臣が管理してい

る年金記録が事実と異なると、将来受け取る年金額が少なくなってしまうことが

あります。 

ご自身の年金記録が事実と異なると思われる方は、厚生労働省（地方厚生（支）

局）に対して年金記録の訂正請求をすることができます。 

なお、訂正請求の窓口は、年金事務所になります。 

 

（２）業務内容 

厚生労働省（地方厚生（支）局）は、請求内容について、事業主・関係者・関

係機関等に対する調査や情報収集を行い、民間の専門家（弁護士、社会保険労務

士、税理士など）による会議（関東信越地方年金記録訂正審議会）に諮問し、審

議・答申を経て、年金記録の訂正又は不訂正の決定をしています。 

 

【年金記録の訂正手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）関東信越地方年金記録訂正審議会について 

① 関東信越地方年金記録訂正審議会の所掌事務 

厚生年金保険法第２８条の４第３項及び国民年金法第１４条の４第３項の

規定により諮問された訂正請求事案について、年金記録を訂正すべきかどうか

を審議のうえ議決することとしています。 

⑤ 答申 

④ 諮問 

２．関東信越地方年金記録訂正審議会について 

１．年金記録の訂正手続きについて 

⑥ 訂正（不訂正）決定通知 

③ 報告 

② 調査 
関東信越地方年金

記録訂正審議会 
（弁護士、社会保険労務

士、税理士など民間の専

門家による会議） 

事業主・関係者 

関係機関等 

関
東
信
越
厚
生
局
長 

① 訂正請求（年金事務所で受付） 

請 

求 

者 
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② 関東信越地方年金記録訂正審議会の組織及び構成員 

関東信越地方年金記録訂正審議会（以下「審議会」という。）とは、年金記録

の訂正請求事案のうち、年金事務所で直ちに訂正できなかった請求事案につい

て、中立的な立場で審議し、公平・公正な判断を行うために、弁護士、社会保

険労務士、税理士などの専門家で構成される会議です。 

この審議会における会議は、審議会の運営等に関する重要事項を審議する

「総会」と一つ一つの請求事案について、年金記録を訂正すべきかどうかを審

議する「部会」で構成されています。 

なお、部会は、年金審査課（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、山

梨県、長野県を管轄）に６部会、千葉年金審査分室（千葉県を管轄）に２部会、

東京年金審査分室（東京都を管轄）に６部会、神奈川年金審査分室（神奈川県

を管轄）に３部会、併せて１７部会が設置されています。 

委員等は、令和５年３月末現在で、委員１７名、臨時委員５２名の計６９名

です。 

 

（２）年金審査課及び各年金審査分室の業務内容 

年金審査課及び各年金審査分室は、地方年金記録訂正審議会規則に基づき、関

東信越地方年金記録訂正審議会の庶務を行うほか、地方年金記録訂正審議会規則

第４条第１項により委員等の任期は２年とされていることから、委員等の任命等

に係る業務も行っています。 

 

（３）実 績 

① 総 会 

【開催状況】（令和４年度） 

議決を必要とする議題は存しないと会長が判断したため、総会は開催してい

ません。 

 

② 部 会 

年金審査課及び各年金審査分室において、それぞれの部会を原則月１回ない

し２回のペースで開催し、審議を行っています。 

【開催状況】 

 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

部会開催数 273回 293回 248回 

諮問件数 433件 503件 501件 

 

【参考】これまでに開催した「関東信越地方年金記録訂正審議会」の総会の概要及び部会の審議結

果は、関東信越厚生局ホームページに掲載をしています。 

関東信越厚生局 > 業務内容 > 年金審査課、千葉年金審査分室、東京年金審査分室、神

奈川年金審査分室 > 関東信越地方年金記録訂正審議会 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/nenkin_shinsa/shingikai.html) 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/nenkin_shinsa/shingikai.html
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（健康福祉課） 
 

 

 

（１）制度の概要 

生活保護法に基づく医療扶助又は介護扶助として、困窮のため最低限度の生活

を維持できない被保護者のための医療又は介護を行う病院若しくは診療所又は

薬局等を厚生労働大臣又は都道府県知事等が指定するものです。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内１都９県に所在する医療機関等（国が開設し

たものに限る。）に対して指定、指定の取消、指定の更新（平成２６年度施行の改

正法により６年ごとの更新制が導入）、変更に関する業務等を行っています。 

令和５年３月３１日現在の生活保護指定医療機関は７３機関です。 

指定、指定取消、名称等の変更、廃止等を行った場合は、官報告示により公表

することとなっています。 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

区 分 令和４年度 

指定※ 0 

指定の取消、指定辞退の申出の受理 0 

名称等の変更 0 

廃止 0 

変更届等の受理※ 22 

指定更新 18 

※ 指定医療機関の移転に伴う廃止届の受理及び指定を含みます。 

【参考】指定医療機関等の指定一覧は、関東信越厚生局ホームページに掲載をしています。 

関東信越厚生局 > 管轄法人等一覧 

健康福祉課：生活保護法に基づく指定医療機関・指定介護機関一覧 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shokan/index.html) 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」においては、国

民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある感染症の病原体等の管理の強化

のため、生物テロに使用される恐れのある病原体及び毒素（以下「病原体等」と

いう。）について、病原体管理の必要性、バイオテロに用いられる危険度等、感染

時の重篤性等に応じて、一種、二種、三種、四種に分類しており、その区分に応

じて所持・輸入等の禁止、許可、届出、施設並びに使用、保管、滅菌及び運搬等

に係る基準が設けられています。 

 

２．三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに三種病原体等及び四種病原体等を 

所持し、又は輸入した者の監督について 

１．生活保護法に基づく指定医療機関等の指定等について 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shokan/index.html
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（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内１都９県の三種病原体等の所持者からの所持

等の届出の受付業務、並びに三種病原体等所持施設への立入検査により基準の遵

守等の確認を行っています。（一種、二種は厚生労働省本省が所管） 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

区 分 令和４年度 

三種病原体等所持者からの届出・変更届出の受理 29 

三種病原体等所持施設への立入検査 9 

二種・三種病原体等所持施設への立入検査 4 

(注) 四種病原体等所持施設に関する確認は、三種病原体所持施設の立入検査の際に、四種病

原体等を所持している場合に限り行っています。 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」（温対法）に基づき、社会経済活動等に

よる温室効果ガス（二酸化炭素、メタン等）の排出の抑制等を促進するための措

置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図るもので、その措置の一つ

として、温室効果ガスを一定量排出する者に温室効果ガスの排出量を算定させ、

国に報告することを義務付けています。 

また、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（省エネ法）は、工場等に

おけるエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関

する所要の措置、その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必

要な措置を講ずること等により、国民経済の健全な発展に寄与することを目的と

するもので、その措置の一つとして、一定規模以上の事業者にはエネルギーの使

用状況等を報告させ、取組が不十分な場合には、指導・助言等を行うこととして

います。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、経済産業省が所管する上記（１）の２法を踏まえ、

管内１都９県に所在する厚生労働分野の事業者について、排出量報告書、中長期

計画書及び定期報告書の受理業務及び指導・助言等を行っています。 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

区 分 令和４年度 

排出量報告書の受理（温対法） 24 

特定事業者の中長期計画書及び定期報告書の受理（省エネ法） 611 

特定荷主の中長期計画書及び定期報告書の受理（省エネ法） 9 

 

 

 

３．温室効果ガス排出量の算定・エネルギーの使用量に関する目標・報告・公表

制度に係る業務について 
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（１）制度の概要 

民生委員は、民生委員法の規定により、都道府県知事（指定都市、中核市の長

を含む。以下同じ。）の推薦によって厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地

域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉

の増進に努めています。 

また、民生委員は、児童福祉法の規定により、児童委員を兼務することとされ

ており、児童委員のうち主任児童委員は、都道府県知事の推薦によって厚生労働

大臣が指名し、児童の福祉に関する児童相談所等関係行政機関と区域を担当する

児童委員との連絡調整や児童委員活動に対する援助を行っています。 

民生委員・児童委員の任期は、民生委員法第 10 条の規定により３年とされて

おり、３年ごとに一斉改選が行われていますが、令和４年 12 月１日に、この一

斉改選が以下のとおり行われました。 

 

対象自治体：30 自治体（10都県、６指定都市、14中核市） 

対 象 数：地区担当:59,028人 主任児童委員：5,524人 

進行状況： ５月 手続きに関する事務連絡（１回目）の発出 

      １０月 手続きに関する事務連絡（２回目）の発出 

１１月 委嘱通知の発出 

１２月 本省へ一斉改選での委嘱数等報告 

なお、次回の一斉改選は、令和７年 12月 1日の予定です。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内１都９県の民生委員や児童委員の委嘱･解嘱、

主任児童委員の指名や厚生労働大臣感謝状授与などの業務を行っています。 

  （参考）民生委員・児童委員数（令和５年３月３１日現在） 

     ◇６５，７５６人 うち主任児童委員 ５，６１７人 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

区 分 令和４年度処理件数 

民生委員・児童委員の委嘱 60,673 

民生委員・児童委員の解嘱 715 

主任児童委員の指名 5,667 

厚生労働大臣表彰状の授与 2,268 

厚生労働大臣感謝状の授与 15,612 

計 84,935 

【参考】民生委員・児童委員の委嘱並びに主任児童委員の指名状況については、関東信越厚生局

ホームページに掲載をしています。 

関東信越厚生局 > 申請等手続き > 民生委員・児童委員の委嘱、解嘱及び表彰並びに主

任児童委員の指名 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/kenko_fukushi/minseiiinn.html) 

４．民生委員・児童委員の委嘱、解嘱及び表彰並びに主任児童委員の指名につ 

いて 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/kenko_fukushi/minseiiinn.html
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（１）制度の概要 

各補助金等の概要は次表のとおりです。 

 

（２）業務内容 

施設整備に係る補助金等の交付については、平成１６年度からその業務を行っ

ており、管内各都県等から提出された交付申請書及び実績報告書を審査の上、交

付決定及び精算確定等を行っています。 

 

（３）実 績 

令和４年度における施設整備に係る補助金等の交付に関する業務の実績は、次

表のとおりです。 

補助金等名 交付目的及び主な対象施設等 交付件数及び交付額 

保健衛生施設

等施設・設備整

備費国庫補助

金 

 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」

第７条及び第１９条の１０、「感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律」第６２

条の規定により、都道府県等の医療機関等の施設

及び設備に要する経費を補助し、地域住民の健康

増進並びに疾病の予防及び治療を行い、もって公

衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 

（施設整備） 

1.交付件数     23件 

 

2.交付額  522,889千円 

 

（設備整備） 

1.交付件数    140件 

 

2.交付額  558,872千円 

保健衛生施設

等災害復旧費

国庫補助金 

 都道府県が設置する保健所、市町村保健センタ

ー、精神科病院等の保健衛生施設等が暴風、洪水、

高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害

を受けた災害復旧事業に要する費用の一部を負

担（補助）することにより、公衆衛生の向上に寄

与することを目的とする。 

1.交付件数     0件 

 

2.交付額     0千円 

地域介護・福祉

空間整備等施

設整備交付金 

 市町村が作成した先進的事業整備計画に基づ

く事業の実施に要する経費に充てるため、市町村

に交付することにより、地域における高齢者の生

きがい活動や地域貢献等を支援する施設及び設

備等の整備事業の推進の実施により、介護離職の

防止に資することを目的とする。 

（対象事業） 

 既存の小規模高齢者施設等におけるスプリン

クラー設備等整備事業、認知症高齢者グループホ

ーム等における利用者等の安全確保の観点から

行う防災改修事業、既存高齢者施設等の防犯対策

を強化するために必要な安全対策に要する経費

を支援する事業 

1.交付件数   184計画 

 

2.交付額 1,873,342千円 

 

次世代育成支

援対策施設整

備交付金 

次世代育成支援対策推進法の規定に基づき、児

童福祉施設等の新設、修理、改造、拡張又は整備

に要する経費の一部を交付することにより、次世

代育成支援対策を推進することを目的とする。 

（対象施設） 

 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童厚

1.交付件数   129施設 

 

2.交付額 4,227,877千円 

５．施設整備に係る補助金等について 
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生施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童

自立支援施設、児童家庭支援センター、児童相談

所一時保護施設、児童自立生活援助事業所、地域

子育て支援拠点事業所、小規模住居型児童養育事

業所、利用者支援事業所、子育て支援のための拠

点施設、市区町村子ども家庭総合支援拠点、婦人

相談所一時保護施設及び婦人保護施設 

保育所等整備

交付金 

 保育所等の新設、修理、改造又は整備に要する

経費、並びに防音壁の整備及び防犯対策の強化に

係る整備の一部を交付することにより、保育所待

機児童の解消を図ることを目的とする。 

（対象施設） 

 保育所、幼保連携型認定こども園等のうち保育

所機能部分、保育所分園、幼保連携型認定こども

園等の分園のうち保育所機能部分、小規模保育事

業所 

1.交付件数   338施設 

 

2.交付額 19,508,049千円 

社会福祉施設

等施設整備費

国庫補助金 

 福祉各法等の規定に基づき、社会福祉法人等が

整備する施設整備に要する費用の一部を補助す

ることにより、施設入所者等の福祉の向上を図る

ことを目的とする。 

（対象施設） 

 障害者（児）関連施設及び保護施設等 

1.交付件数   113施設 

 

2.交付額 3,752,263千円 

社会福祉施設

等災害復旧費

国庫補助金 

 福祉各法等の規定に基づき、社会福祉法人等が

整備した施設であって、暴風、洪水、高潮、地震、

その他の異常な自然現象により被害を受けた施

設の災害復旧事業に要する費用の一部を補助す

ることにより、災害の速やかな復旧を図り、施設

入所者等の福祉を確保をすることを目的とする。 

1.交付件数    2施設 

 

2.交付額     512千円 

【参考】施設整備に係る補助金等の業務内容や交付状況は、関東信越厚生局ホームページに掲載を

しています。 

関東信越厚生局 > 業務内容 > 健康福祉課 

業務内容：地方厚生局に委任されている補助金等 

業務実績等：補助金等の交付実績 

被災された社会福祉施設等の事業者の方へ 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/kenko_fukushi/) 

 

 

 

（１）制度の概要 

法令等により支出が義務づけられ、任意に削減できない性質の経費（義務的経

費）に係る各補助金等の概要は次表のとおりです。 

 

（２）業務内容 

義務的経費の補助金等に係る交付については、平成１５年度からその業務を行

っており、管内各都県等から提出された交付申請書及び実績報告書を審査の上、

交付決定及び精算確定等を行っています。 

 

（３）実 績 

令和４年度における義務的経費の補助金等の交付に関する業務の実績は、次表

のとおりです。 

６．義務的経費に係る補助金等について 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/kenko_fukushi/
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補助金等名 交 付 目 的 交付先及び交付額 

結核医療費国

庫負担金 

 都道府県、保健所を設置する政令市及び特別区

が行う入院患者に対する医療に要する費用等の

一部を負担することにより、結核の予防及び結核

患者に対する適正な医療の普及を図り、もって公

共の福祉の増進を図ることを目的とする。 

1.交付先 

10都県・23市・23特別区 

 

2.交付額 830,784,889円 

結核医療費国

庫補助金 

 都道府県、保健所を設置する政令市及び特別区

が行う一般患者に対する医療に要する費用等の

一部を補助することにより、結核の予防及び結核

患者に対する適正な医療の普及を図り、もって公

共の福祉の増進を図ることを目的とする。 

1.交付先 

10都県・23市・23特別区 

 

2.交付額 105,860,298円 

原爆被爆者健

康診断費交付

金 

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆被爆者

の健康診断に要する経費を交付することにより、

被爆者の健康の保持及び向上を図ることを目的

とする。 

1.交付先     10都県 

 

2.交付額 73,919,785円 

原爆被爆者手

当交付金 

都道府県、広島市及び長崎市が行う医療特別手

当、特別手当、健康管理手当、保健手当並びに原

子爆弾小頭症手当の支給事業に要する経費の全

部を交付することにより、被爆者の受療の促進、

健康の保持増進を図ることを目的とする。 

1.交付先     10都県 

 

2.交付額 

 4,623,952,942円 

原爆被爆者葬

祭料交付金 

 都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆被爆者

葬祭料支給事業に要する経費の全部を交付する

ことにより、被爆者の精神的不安を和らげること

を目的とする。 

1.交付先     10都県 

 

2.交付額 174,820,932円 

児童扶養手当

給付費国庫負

担金 

 都道府県、市等が行う児童扶養手当の支給に要

する費用の一部を負担することにより、一人親家

庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、もって児

童福祉の増進を図ることを目的とする。 

1.交付先 

10都県・232市・23特別区 

 

2.交付額 

42,311,355,035円 

特別児童扶養

手当事務取扱

交付金 

 都道府県知事又は市区町村長が行う特別児童

扶養手当の支給に係る事務の処理に必要な費用

を交付することにより、当該制度の円滑な運営を

図ることを目的とする。 

1.交付先 

10都県・433市区町村 

 

2.交付額 319,747,342円 

特別障害者手

当等給付費国

庫負担金 

 都道府県、市等が行う特別障害者手当、障害児

福祉手当等の支給に要する費用の一部を負担す

ることにより、精神又は身体に重度の障害を有す

る者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

1.交付先 

10都県・232市・23特別区 

 

2.交付額 

12,877,684,346円 

婦人保護費国

庫負担金及び

国庫補助金 

 売春防止法に基づき、要保護女子についてその

転落の未然防止と保護更生を図ること及び配偶

者暴力防止法に基づき、配偶者からの暴力被害者

である女性の保護等を図ることを目的とする。 

1.交付先     10都県 

 

2.交付額 801,887,570円 

児童入所施設

措置費等国庫

負担金 

 児童福祉法第２７条第１項第３号による施設

等への入所又は委託、同法第２２条による助産の

実施、同法第２３条による母子保護の実施に係る

同法第４５条の最低基準の維持を図ることを目

的とする。 

1.交付先 

10都県・187市・23特別区 

 

2.交付額 

47,930,350,847円 

【参考】義務的経費に係る補助金等の業務内容や交付状況は、関東信越厚生局ホームページに掲載

をしています。 
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関東信越厚生局 > 業務内容 > 健康福祉課 

業務内容：地方厚生局に委任されている補助金等 

業務実績等：補助金等の交付実績 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/kenko_fukushi/) 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

厚生労働省所管一般会計に係る補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増

加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

担保に供し、又は取り壊すこと等を行うに当たっては、厚生労働大臣等の承認が

必要となります。 

なお、災害により使用できなくなった場合等、一定の事項（包括承認事項）に

該当する場合は、厚生労働大臣等へ報告があったものについては、厚生労働大臣

等の承認があったものとして取り扱うこととされています。 

 

（２）業務内容 

補助金等の交付を受けた施設等に対する国庫補助財産の財産処分については、

その業務を平成１６年度から行っており、管内各都県等から提出された財産処分

承認申請書の審査及び包括承認事項に係る報告書の受理等を行っています。 

 

（３）実 績 

令和４年度における財産処分に関する業務の実績は、次表のとおりです。 
（単位：件） 

区 分 
処理件数 

合 計 
保健衛生関係 社会福祉関係 

財産処分承認申請 22 77 99 

報告（包括承認） 10 153 163 

計 32 230 262 

国庫納付が生じたもの 10 30 40 

【参考】財産処分については、関東信越厚生局ホームページに掲載をしています。 

関東信越厚生局 > 業務内容 > 健康福祉課 > 地方厚生局に委任された補助金の交付

等に関する業務 > 財産処分について（厚生労働省所管一般会計補助金等に係るもの） 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/kenko_fukushi/tetsuzuki.html) 

 

 

 

（１）制度の概要 

児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）に基づく児童扶養手当は、父母

の離婚等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安

定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の

増進を図ることを目的とした手当です。 

なお、児童扶養手当支給事務は、都道府県・市等で行われています。 

 

７．財産処分について 

８．児童扶養手当支給事務指導監査について 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/kenko_fukushi/
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/kenko_fukushi/tetsuzuki.html
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（２）業務内容 

児童扶養手当支給事務指導監査は、関東信越厚生局管内の都県・市等に対し、

児童扶養手当支給事務の円滑な実施の確保を目的として、地方自治法第２４５条

の４の規定に基づき実施しています。 

また、本指導監査は、児童扶養手当支給事務指導監査実施要綱に基づき、各都

道府県にあっては３年に１回程度、市、福祉事務所を設置する町村及び特別区に

ついては６年に１回程度の頻度により実施しています。 

本指導監査の具体的な内容としては、ヒアリングや請求書等の閲覧により､(ｱ) 

事務処理体制の状況、(ｲ) 新規認定、現況届及び各種届出に係る事務処理等の状

況、(ｳ)資格喪失届の事務処理状況などの確認を行い、是正又は改善指導などの

技術的な助言を行っています。 

なお、是正・改善指導などの技術的な助言に当たっては、現地において行うほ

か、指導監査の結果を検討し、必要がある場合は文書をもって行うとともに、そ

の結果について報告を求めることとしています。 

 

（３）実 績（令和４年度） 

指導監査 7都県 35市区 

【参考】児童扶養手当支給事務指導監査の結果については、第Ⅳ章 指導監査等の実績・主な指

摘事項等の健康福祉課関係に掲載をしています。 

 

 

 

（１）制度の概要 

保護施設に対する指導監査は、生活保護法第２３条第１項の規定に基づき、保

護施設の適正な運営の確保を図ることを目的として実施しています。 

指導監査は、都道府県・政令指定都市・中核市が設置する保護施設に対し、実

地による監査を行います。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内の対象施設に対して、指導監査を概ね３年に

１回の頻度で実施（一般指導監査）しています。 

指導監査の具体的な内容は、入所者の処遇、生活環境、自立等への支援や施設

の運営管理が適正に行われているかを実地に確認するものです。 

指導監査において、不正、著しい不当、最低基準違反等が認められる場合は、

改善が図られるまで、随時、特別指導監査を実施することとしています。 

 

（３）実 績（令和４年度） 

一般指導監査 対象施設２施設のうち１施設 

特別指導監査 対象施設なし 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

生活保護法施行事務監査（医療扶助の適正実施）は、都道府県、政令指定都市

９．保護施設に対する指導監査について 

１０．生活保護法施行事務監査（医療扶助の適正実施）について 
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及び中核市に対して、生活保護法第２３条第１項の規定に基づき、関係法令及び

通知に照らして医療扶助が適正に適用されているかどうかを、①自立支援医療の

適用状況に関する監査、②頻回受診に係る適正受診指導対象者の状況に関する監

査、③向精神薬における重複処方の状況の確認監査、④指定医療機関に対する指

導等の実施状況の確認監査をすることにより、生活保護制度の適正な運営の確保

に資することを目的として実施しています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内１都９県、６政令指定都市及び１４中核市に

対し、①自立支援医療にかかる給付が、生活保護法の医療扶助から支出されてい

る者に対して、適切に是正措置が執られているかどうか、②頻回受診者に対して、

適切に指導が実施されているかどうか、③複数の医療機関から向精神薬を重複し

て処方されている者に対して、適切に審査や是正措置が執られているかどうか、

④指定医療機関に対する指導検査等の実施状況について、医療扶助運営要領等に

基づき適正に実施されているかどうかを実地に聴取し、確認しています。 

 

（３）実 績（令和４年度） 

事務監査 1都 9県・6政令指定都市・14中核市 

【参考】生活保護法施行事務監査（医療扶助の適正実施）の結果については、第Ⅳ章 指導監査

等の実績・主な指摘事項等の健康福祉課関係に掲載をしています。 

 

 

 

（１）制度の概要 

生活保護法に規定する指定医療機関に対し、医療扶助の適正化を図るため、都

道府県、政令指定都市及び中核市が実施する指導等について、特に国の協力が必

要と認められるものへの支援を行うこととしています。 

 

（２）業務内容 

国と連携して指導（共同指導）等を行う自治体を、①指導検査体制が整備され

ている、②一定程度以上の指導実績がある、③国民健康保険部局との連携が図ら

れている、等の観点から関東信越厚生局が選定し、選定した自治体に所在する指

定医療機関への共同指導を実施しています。 

 

（３）実 績（令和４年度） 

共同指導 2 中核市の医療機関 

 

 

 

（１）制度の概要 

障害者基本法の基本的理念にのっとり、障害者の地域生活と就労を進め、自立

を支援する観点から、平成１８年４月１日に障害者自立支援法（平成２５年４月

１日から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以

下「障害者総合支援法」という。）に改正）が施行され、同法に基づく障害福祉サ

ービスに係る給付その他の支援を行う障害者自立支援制度※が創設されました。 

１１．生活保護法に規定する指定医療機関への指導等について 

１２．障害者自立支援等業務実地指導等について 
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この障害者自立支援制度の円滑かつ適正な実施を図る観点から、地方厚生局は、

障害者総合支援法第２条第３項及び地方自治法第２４５条の４の規定に基づき、

都道府県（政令指定都市、中核市含む）に対して、市町村及びサービス事業者に

対する指導の実施状況及び自立支援給付事業の事務処理状況等についての実地

指導を実施しています。 
※ 障害者自立支援制度の事業内容 

自立支援給付（介護給付、訓練等給付、相談支援給付、自立支援医療費及び補装具費の支

給等）及び地域生活支援事業（市町村事業、都道府県事業）に大別される。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内１都９県、６政令指定都市及び１３中核市を

対象として、実地指導を実施しています。 

 

（３）実 績（令和４年度） 

実地指導 3県・2政令指定都市・2中核市 

【参考】障害者自立支援等業務実地指導等の結果については、第Ⅳ章 指導監査等の実績・主な

指摘事項等の健康福祉課関係に掲載をしています。 

 

 

 

（１）制度の概要 

障害者総合支援法（旧「障害者自立支援法」）及び児童福祉法の改正により、平

成２４年度から指定障害福祉サービス事業者等（以下「事業者」という。）は、法

令遵守等の業務管理体制を整備すること及びそれに関する事項を記載した届出

書を関係行政機関（国、都道府県、市町村）に届け出ることが義務付けられまし

た。 

業務管理体制に係る検査（一般検査）は、障害者総合支援法第５１条の３等に

基づき、業務管理体制整備の届出※があった事業者に対し、整備・運用状況を確

認するために実施し、事業者による不正行為を未然に防止し、利用者の保護と障

害福祉サービス事業の運営の適正化を図ることを目的とするものです。 

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設（以下

「事業所等」という。）の数に応じて定められており、具体的には、「法令遵守責

任者」の選任〈全ての事業者が対象〉のほか、法令遵守を確保するための注意事

項や標準的な業務プロセス等を記載した「法令遵守規程」の整備〈事業所等数  

２０以上の事業者が対象〉、外部監査などによる「業務執行の状況の監査を定期

的に実施」〈事業所等数１００以上の事業者が対象〉が必要とされます。 
※ 届出先は厚生労働省本省（指定事業所等が２以上の都道府県に所在する事業者等） 

届出に記載すべき事項 

・全ての事業者：事業者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、 

住所、職名、法令遵守責任者の氏名、生年月日 

・事業所等数２０以上の事業者：上記に加え、法令遵守規程の概要 

・事業所等数１００以上の事業者：上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、業務管理体制の届出のあった事業者へ立ち入り、

業務管理体制の整備・運用状況を確認する一般検査を実施しています。 

 

１３．障害福祉サービス事業者等の業務管理体制に係る検査について 
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また、事業所の指定取消処分相当事案があり、自治体から実施依頼があった場

合に、特別検査を実施することとしています。 

 

（３）実 績（令和４年度） 

一般検査 9事業者 

特別検査 1事業者 

 

 

 

（１）制度の概要 

厚生労働省では、法令等により、以下の専門職種に就くための資格要件を定め、

当該資格又は受験資格等を得るための養成施設、養成所、養成機関（以下「養成

施設等」という。）の指定基準等を定めています。 

 

・あん摩マッサージ指圧師  ・栄養士      ・管理栄養士 

・社会福祉士        ・介護福祉士 

 

なお、これら養成施設等の指定（認定）を受けようとする者、又は指定等内容

の変更の承認を受けようとする者は、法令等により地方厚生局又は都県等に対し

申請等を行うことになっています。 
(注) 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律」（第 4 次一括法）の施行に伴い、平成 27 年度（一部、28 年度）から、関東信

越厚生局で行っていた以下の専門職種に係る養成施設の指定及び監督の業務については、

都県等に移譲されました。 
保健師、助産師、看護師、救急救命士、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨

床検査技師、はり師、きゅう師、柔道整復師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、

言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、調理師（入学及び学力認定の事務を含む。）、理

容師（入学及び学力認定の事務を含む）、美容師（入学及び学力認定の事務を含む）、製

菓衛生師、食品衛生管理者、食品衛生監視員、食鳥処理衛生管理者、社会福祉士（大学、

短期大学が設置するものを除く）、介護福祉士（実務者研修を含む）（大学、短期大学が

設置するものを除く）、社会福祉主事、精神保健福祉士、児童福祉司、児童福祉施設職員、

身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、保育士 
 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、厚生労働省組織規則等により、次表に掲げる管内

の養成施設等について、申請に基づく指定の事務、変更の承認等の事務を行うと

ともに、管内に所在する養成施設等に対して、指定基準に係る関係法令等の遵守

状況を実地に確認する指導調査の実施をはじめ、養成施設等に対する監督等の業

務を行っています。 

関東信越厚生局が管轄する令和５年４月１日現在の養成施設等の学校数、課程

数及び入学定員は次表のとおりです。 

施設種別 学校数 課程数 入学定員 

あ・は・き師等養成施設※ 14 22 937 

栄養士養成施設 50 50 4,230 

管理栄養士養成施設 45 45 3,530 

１４．各種養成施設等の指定及び監督について 
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社会福祉士学校 1 2 500 

介護福祉士学校 33 33 1,113 

福祉系高等学校等 15 15 485 

介護福祉士実務者学校 6 6 940 

計 164 173 11,735 

※ あん摩マッサージ指圧師養成施設及びあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設 

【参考】各都県別養成施設等の指定状況等については、第Ⅴ章 資料・データ集の健康福祉課関係に掲載

をしています。 

 

（３）実 績 

① 指定等に関する事務 

令和４年度における指定、変更の承認及び変更届の受理等に関する業務の実

績は、次表のとおりです。 

施設種別 

処理件数 

指  定 

（認定） 

取 消 

（廃止） 
内容変更 変更届 

 

実習施設 

あ・は・き師等養成施設※ 0 0 2 8 6 

栄養士養成施設 0 2 15 3 － 

管理栄養士養成施設 0 0 5 6 － 

社会福祉士学校 0 0 0 3 2 

介護福祉士学校 0  0 5 78 58 

福祉系高等学校等 0 0 0 19 11 

介護福祉士実務者学校 0 0 0 7 － 

計 0 2 27 124 77 

※ あん摩マッサージ指圧師養成施設及びあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設 

(注) 上記の表に用いている用語は、次のように省略しています。 

・指定（認定）：新規指定（認定） 

・取消（廃止）：申請による指定の取消し承認（但し栄養士、管理栄養士は届出事項） 

・内容変更：指定内容変更の承認(定員、修業年限、施設・設備の変更等の変更承認事項) 

・変更届：変更届の受理 

・実習施設：変更届出のうち、実習施設の追加等に関するもの（変更届の内数） 

 

② 指導監督に関する業務 

令和４年度における指導調査の実施状況は、次表のとおりです。 

施設種別 実施施設数 実施課程数 

あ・は・き師等養成施設※ 1 2 

管理栄養士養成施設 2 2 

栄養士養成施設 4 4 

社会福祉士学校 0 0 

介護福祉士学校 5 5 

福祉系高等学校等 1 1 
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介護福祉士実務者学校（介護福祉士と同施設） 0 0 

計 13 14 

※ あん摩マッサージ指圧師養成施設及びあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設 

 

【参考】養成施設等に対する指導調査で散見される指導事項については、関東信越厚生局ホー

ムページに掲載をしています。 

関東信越厚生局 > 業務内容 > 健康福祉課 

業務実績等：養成施設等に対する指導調査で散見される指導事項について 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/kenko_fukushi/) 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設又は福祉系大学における専任教員等

は、厚生労働大臣が定める基準を満たす教員講習会を修了した者であること等を

要件としています。 

また、社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設、福祉系高等学校又は福祉系

大学における実習施設の実習指導者は、厚生労働大臣が定める基準を満たす実習

指導者講習会を修了した者であること等を要件としています。 

 

（２）業務内容 

講習会を実施しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出ることとな

っています。 

関東信越厚生局では、当該講習会の実施届等の受理業務を行っています。 

 

（３）実 績 

令和４年度における業務の実績は、次表のとおりです。 

区 分 処理件数 

社会福祉士実習演習担当教員講習会実施届の受理 1件( 1事業者) 

社会福祉士実習指導者講習会実施届の受理 16件(14事業者) 

介護教員講習会実施届の受理 4件( 3事業者) 

介護福祉士実習指導者講習会実施届の受理 33件(23事業者) 

計 54件(41事業者) 

 

 

 

（１）制度の概要 

介護福祉士実務者養成施設において、教務に関する主任者となる教員及び介護

過程Ⅲを教授する教員は、厚生労働大臣が定める基準を満たす実務者研修教員講

習会等を修了した者であること等を要件としています。 

 

 

１５．社会福祉士実習演習担当教員講習会及び社会福祉士実習指導者講習会並

びに介護教員講習会及び介護福祉士実習指導者講習会の実施届出及び変更

届出の受理について 

 

１６．実務者研修教員講習会の実施届の受理について 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/kenko_fukushi/
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（２）業務内容 

講習会を実施しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出ることとな

っています。 

関東信越厚生局では、当該講習会の実施届の受理業務を行っています。 

 

（３）実 績（令和４年度） 

受 理 18件(9事業者) 

 

 

 

（１）制度の概要 

介護福祉士養成施設（実務者養成施設含む）において、医療的ケアを教授する

教員は、厚生労働大臣が定める基準を満たす医療的ケア教員講習会等を修了した

者であること等を要件としています。 

 

（２）業務内容 

講習会を実施しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出ることとな

っています。 

関東信越厚生局では、当該講習会の実施届の受理業務を行っています。 

 

（３）実 績（令和４年度） 

受 理 87件(33事業者) 

 

 

 

（１）制度の概要 

社会福祉士の国家試験の受験資格を得るには、大学等において文部科学省令・

厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目（以下、「指定科目」という。）を

修めて卒業するなどの要件が法律で定められています。 

当該指定科目に関する授業を開始しようとする大学等においては、指定科目等

に係る開講科目の名称等について、事前に確認申請を行うことを原則としていま

す。 

 

（２）業務内容 

当該指定科目に関する授業を開始しようとする大学等は、当該授業を開始しよ

うとする日の６月前までに文部科学大臣及び厚生労働大臣に大学等確認申請書

を提出することとなっています。 

また、指定科目のうち、実習演習科目については省令に要件等が定められてい

るため、関東信越厚生局では、当該大学等確認申請書の受理及び実習演習科目の

確認業務を行っています。 

 

 

 

 

 

１８．大学等において開講する社会福祉に関する科目の確認に関する業務について 

１７．医療的ケア教員講習会の実施届の受理について 
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（３）実 績 

令和４年度における業務の実績は、次表のとおりです。 

区 分 処理件数 

演習科目の確認 2件(  2課程) 

変更の届出 219件(105課程) 

確認の取消し 3件(  3課程) 

(注) 令和４年４月１日現在、１０５課程が開設されています。 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

「経営力向上計画」とは、中小企業者が人材育成や財務内容の分析、ＩＴの利

活用、生産性向上のための設備投資等、自社の経営力を向上させるための実施計

画です。 

この計画について、厚生労働大臣の認定を受けることにより、税制や金融の支

援措置を受けることができるというものです。 

 

（２）業務内容 

医療分野、介護分野、食品分野等、厚生労働省が所管する事業（労働分野を除

く）の経営力向上計画の認定事務を行っています。 

 

（３）実 績（令和４年度） 

認定件数 715件 

(注) 関東信越厚生局は北海道、東北の各厚生局管内についても取り扱っていますので、認定

件数は、北海道、東北、関東信越の各厚生局管内の合計件数です。 

１９．経営力向上計画について 
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（医 事 課） 
 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

医師の適正な臨床研修の実施体制の確保に関する業務を所管しています。 

医師臨床研修制度は昭和２３年に卒後１年のインターン制度として開始され、

昭和４３年に臨床研修医制度として創設されました。昭和４３年に創設された制

度は、努力規定として位置づけられた研修でしたが､ 平成１６年４月からは、診

療に従事しようとする医師には、２年以上の臨床研修を受けることが必修化とな

り医師法により義務づけられました。 

この医師臨床研修制度の基本理念は、「臨床研修は、医師が、医師としての人格

をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学および医療の果たすべき社

会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切

に対応できるよう、基本的な診療能力を身につけることのできるものでなければ

ならない。」となっており、各臨床研修指定病院で作成されたプログラムが、地域

医療対策協議会に諮られ、承認を受けたプログラムで研修が実施されます。 

 

（２）業務内容 

平成３０年７月の医療法及び医師法の改正により、臨床研修病院の指定権限及

び研修医定員の決定権限等が、令和２年度より、都県へ移譲されました。関東信

越厚生局においては、年次報告、研修プログラム変更及び実地調査等に関する技

術的助言を都県に行うほか、実地調査、臨床研修費等補助金の交付に関する事業

において各都県から提出される申請書の審査及び研修医等からの相談対応等を

引き続き実施しています。 

臨床研修修了に伴う医籍への登録に関する業務としては、修了者から提出され

る登録証交付申請書の審査及び発送業務を行っています。 

 

（３）実 績 

 令和４年度 

医籍登録の状況 

医籍登録件数 3,877件 

臨床研修費等補助金の交付状況 交付先及び交付額 

交付先 １都 9県(317件) 

交付額 38億 3,686万円 

臨床研修病院等の実地調査の状況 

既指定臨床研修病院 1件 

 

 

１－１ 医師の臨床研修について（臨床研修費等補助金含む） 

１．臨床研修に関する業務 



第Ⅱ章 業務概要（実績） 医事課 

 

40 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

歯科医師臨床研修施設の指定に係る審査及び指導並びに適正な臨床研修の実

施体制の確保に関する業務を所管しています。 

歯科医師臨床研修は昭和６２年に一般歯科医養成研修事業として開始されま

した。その後、平成１２年の歯科医師法改正により､診療に従事しようとする歯

科医師は、１年以上の臨床研修を受けなければならないものとされ、平成１８年

４月より歯科医師臨床研修の必修化が開始されました｡ 

この歯科医師臨床研修制度の基本理念は、「臨床研修については、患者中心の

全人格的医療を理解した上で、歯科医師としての人格をかん養し､総合的な診療

能力(態度･技能･知識)を身につけ､臨床研修を生涯研修の第一歩とすることので

きるものでなければならない｡｣となっています。このため、大学病院や各臨床研

修施設で作成されたプログラムが、医道審議会歯科医師臨床研修部会に諮られ、

承認を受けたプログラムで研修が実施されます。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、新規指定もしくはプログラム変更等の申請を行っ

た施設の研修プログラムの内容を関係法令の定める基準に照らして審査し、他の

地方厚生局管轄の申請の２次審査や臨床研修施設の実地調査も各厚生局の担当

者との共同で実施しています。 

また、全国各地で開催される指導歯科医講習会において、臨床研修制度の周知

に関する講演を担当するなど、全国厚生局の総括的な役割も有しています。 

臨床研修修了に伴う歯科医籍への登録に関する業務としては、修了者から提出

される登録証交付申請書の審査及び発送業務を行っています。 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

 令和４年度 

新規指定申請等の審査の状況（全国） 

臨床研修病院の新規指定申請に係る審査 68 

臨床研修プログラムの変更申請に係る審査 226 

歯科医籍登録の状況 

歯科医籍登録件数 1,131 

指導歯科医講習会における講演 

指導歯科医講習会への講師派遣件数 1 

臨床研修施設等の実地調査の状況（全国） 

大学病院・指定臨床研修施設 47 

 

 

 

 

１－２ 歯科医師の臨床研修について 
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《臨床研修施設指定状況》（令和５年３月３１日現在） 

① 都県別指定施設数                   （単位：施設） 

都 県 名 
施  設  数 

施設数計 単独型 管理型 

茨 城 県 1 0 1 

栃 木 県 2 2 0 

群 馬 県 2 1 1 

埼 玉 県 12 5 7 

千 葉 県 14 8 6 

東 京 都 31 11 20 

神奈川県 18 10 8 

新 潟 県 1 0 1 

山 梨 県 1 0 1 

長 野 県 4 4 0 

合    計 86 41 45 

 

② 医科大学・歯科大学（附属）病院数            （単位：施設） 

都 県 名 
施  設  数 

施設数計 単独型相当 管理型相当 

茨 城 県 1 1 0 

栃 木 県 2 2 0 

群 馬 県 1 0 1 

埼 玉 県 3 0 3 

千 葉 県 5 2 3 

東 京 都 13 6 7 

神奈川県 5 0 5 

新 潟 県 2 0 2 

山 梨 県 1 0 1 

長 野 県 2 0 2 

合    計 35 11 24 

(注) 単独型であり管理型でもある場合は管理型に計上しています。 

 

【参考】臨床研修病院等の情報については、以下のホームページに掲載をしています。 

Ｄ－ＲＥＩＳ 歯科医師臨床研修プログラム検索サイト 

(https://www.iradis.mhlw.go.jp/dreis/common/ad0.xhtml) 

 

 

 

https://www.iradis.mhlw.go.jp/dreis/common/ad0.xhtml
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（１）制度の概要 

医療機関等に対して、医療の安全に関する取り組みの普及及び啓発に関する業

務を所管しています。 

厚生労働省では平成１３年度から毎年１１月２５日を含む１週間を「医療安全

週間」と位置付け医療安全対策の推進を図っています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、平成１４年度から「医療安全週間」の前後に、管

内医療機関の病院管理者及び医療安全管理者等を対象に、医療安全に関する知識

の習得を目的として、「医療安全セミナー（ワークショップ）」を開催しています。 

 

（３）実 績 

「令和４年度医療安全セミナー」を次のとおり開催しました。 

開 催 日：令和４年１１月１０日（木）９：００～１６：３５ 

場   所：オンライン開催（Zoomによるライブ配信） 

申込者数：講演コース７８９名、グループワークコース５４名 

 

 

 

（１）制度の概要 

原因の明らかでない公衆衛生上の重大な危害が生じ、国民の生命、健康安全を

脅かす事態に対し、迅速に対応できる体制の整備等を行っています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内１都９県の健康危機管理関係所管課及び関係

機関（検疫所、保健所等）の連絡網を作成し、健康危機管理に対する共通の認識、

情報の共有化等により、関係機関の職員が相互連携し、現実に健康危機が発生し

た場合、有効な対策がとれるようにしています。 

 

（３）実 績                           （単位：回） 

 令和４年度 

地方衛生研究所等主催による地域保健総合推進事業に係る 

地域ブロック会議、ブロック長会議等へ出席 
1 

 

 

 

（１）制度の概要 

医師の確保に関する業務を所管しています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、地域や診療科による医師不足問題に関して、管内

１都９県の情報を収集しています。 

２．医療の安全に関する取組の普及及び啓発について 

３．関東信越厚生局管内の健康危機管理体制の整備について 

４．医師の確保について 
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（３）実 績 

 令和４年度 

地方公共団体からの医師派遣申請 申請なし 

 

 

 

（１）制度の概要 

行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関する業務を所管していま

す。 

国民に対し安心・安全な医療、質の高い医療を確保する観点から、行政処分を

受けた医師等の職業倫理を高め、医療技術を再確認し、能力と適性に応じた医療

を提供するように促すことを目的として、医師法及び歯科医師法が改正され、平

成１９年４月１日から施行されました。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、１年以上の医業停止又は歯科医業停止の行政処分

を受けた者を対象とする再教育研修（個別研修）に関する業務として、再教育の

対象者が受けるべき研修に関しての相談対応や、進捗状況の把握、助言指導者指

名手続き、個別研修計画書の受理及び個別研修修了証の交付等の業務を行ってい

ます。 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

 令和４年度 

個別研修計画書受理 3 

個別研修修了証交付 6 

 

 

 

（１）制度の概要 

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する業

務を所管しています。 

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し継続的かつ適切な医療

並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その症状の改

善及びこれに伴う同様な他害行為の再発の防止を図り、その社会復帰を促進する

ことを目的として、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び

観察等に関する法律（心神喪失者等医療観察法）」が平成１７年７月に施行され

ました。 

この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者であって、不起訴

処分又は無罪等の裁判が確定した者に対しての処遇が定められたものです。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、対象者の医療を行う指定医療機関の指定、地方裁

判所の処遇決定に伴う指定医療機関の選定、入院処遇決定となった対象者の指定

入院医療機関への移送等を行っています。また､この法律では、対象者の処遇を

６．医療観察法による決定の執行、指定医療機関の指定及び指導等について 

５．行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施について 
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決定するために、裁判官と精神科医（精神保健審判員）、必要に応じて精神保健福

祉の専門家（精神保健参与員)で審判が行われます。この構成員を地方裁判所が

選任するための精神保健判定医及び精神保健参与員候補者名簿の作成なども行

っています。 
(注) 精神保健審判員は、精神保健判定医の名簿の中から任命されます。 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

 令和４年度 

指定入院医療機関の指定 0 

指定通院医療機関の指定（訪問看護ステーション、薬局含む） 57 

指定入院医療機関の選定及び移送 90 

指定通院医療機関の選定 99 

精神保健判定医の名簿収載 305 

精神保健参与員の名簿収載 279 

診療報酬請求の審査・支払 9,939 

指定入院医療機関に対する指導監査 13 

指定通院医療機関に対する指導監査  8 

その他、法施行に際し、制度の円滑な運用のために、厚生労働本省、各都県担 

当部局、地方裁判所、保護観察所、指定医療機関等の関係機関と打合せを行って

います。 
 

【参考】心神喪失者等医療観察法についての情報は、関東信越厚生局ホームページに掲載をして

います。 

関東信越厚生局 > 業務内容 > 医事課 > 心神喪失者等医療観察法関係 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/iji/shinshin.html) 

 

 

 

（１）制度の概要 

再生医療等の迅速かつ安全な提供等を図るため、「再生医療等の安全性の確保

等に関する法律」が平成２６年１１月に施行されました。再生医療等を提供する

機関は厚生労働大臣の認定を受けた再生医療等委員会の意見を聴いた上で、提供

計画を厚生労働省へ提出することや、細胞培養加工施設を設置する者は細胞加工

物の製造の届出又は許可を受けることなどが必要になりました。 

 

（２）業務内容 

再生医療等を提供する医療機関から提出された提供計画の受付や、特定細胞加

工物事業者の許可証の発行を行っています。 
 

① 再生医療等計画の届出受理（中止含む） 

② 特定細胞加工物の製造の届出受理又は許可（廃止含む） 

③ 再生医療等委員会の認定（廃止含む） 

④ 定期報告の受付と必要な調査等 

 

７．再生医療等の安全性の確保について 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/iji/shinshin.html
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（３）実 績                           （単位：件） 

 令和４年度 

再生医療等提供計画の受理 453 

特定細胞加工物製造届出受理又は許可 240 

再生医療等委員会の認定 8 

提供状況定期報告書の受理 1,865 

製造状況定期報告書の受理 1,154 

 

 

 

（１）制度の概要 

団塊の世代が７５歳以上となる令和７年に向けて、さらなる在宅医療等の推進

を図るため、より高度かつ専門的な知識と技能を持つ看護師の活躍が期待されて

います。そこで平成２７年１０月から、実践経験のある看護師が厚生労働大臣の

指定を受けた指定研修機関の研修を受講することにより、事前に作成された手順

書に基づき、医師や歯科医師の判断を待たずに診療の補助の一部である「特定行

為」を行うことができるようになりました。 

 

（２）業務内容 

専門的知識経験に基づく特定行為研修の指定研修機関の指定に係る審査や指

導、特定行為研修を修了した看護師に関する報告書の受理などの業務を行ってい

ます。 

 

① 新規指定研修機関の指定に係る研修計画や施設等に関する審査及び指導 

② 研修計画、研修体制等に関する実地調査及び指導 

③ 研修内容の変更に係る届出や申請の審査及び指導 

④ 指定研修機関に関する年次報告書の確認及び指導 

⑤ 特定行為研修を修了した看護師に関する報告書の確認及び指導 

⑥ 指定研修機関や受講する看護師からの相談対応 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

 令和４年度 

指定研修機関の指定等に係る審査の状況 

 指定申請に係る審査 19 

特定行為区分の変更申請に係る審査 27 

 指定研修機関の変更届出に係る審査 165 

 年次報告に係る審査 84 

特定行為研修を修了した看護師に関する報告書の受理の状況 

 報告書の受理 99 

指定研修機関等の実地調査の状況 

 指定研修機関申請者 1 

 指定研修機関 1 

 

８．看護師の特定行為に係る研修の実施体制の確保について 
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《指定研修機関指定状況》（令和５年３月３１日現在） 

○ 都県別指定研修機関数                 （単位：施設） 

都 県 名 施  設  数 

茨 城 県 4 

栃 木 県 2 

群 馬 県 10 

埼 玉 県 7 

千 葉 県 9 

東 京 都 38 

神奈川県 23 

新 潟 県 6 

山 梨 県 3 

長 野 県 8 

合    計 110 

 

 

 

（１）制度の概要 

臨床研究の対象者をはじめとする国民の臨床研究に対する信頼の確保を図る

ことを通じてその実施を推進し、もって保健衛生の向上に寄与することを目的と

して、臨床研究の実施の手続、認定臨床研究審査委員会による審査意見業務の適

切な実施のための措置、臨床研究に関する資金等の提供に関する情報の公表の制

度等を定める「臨床研究法」が平成２９年４月１４日に公布され、平成３０年４

月１日から施行されました。 

 

（２）業務内容 

特定臨床研究を実施する者から提出された実施計画の受理や、臨床研究審査委

員会の認定などを行っています。 

 

① 特定臨床研究の実施計画の届出受理（中止含む） 

② 臨床研究審査委員会の認定（廃止含む） 

③ 定期報告の受理と必要な調査等 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

 令和４年度 

特定臨床研究の実施計画の受理 185 

特定臨床研究実施計画事項変更届の受理 1,630 

定期報告の受理 532 

臨床研究審査委員会の認定 8 

 

９．臨床研究に対する信頼の確保について 
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（１）制度の概要 

令和７年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに令和

７年の医療需要と病床の必要量を推計し定めることで、地域ごとに効率的で不足

のない医療提供体制の構築を推進することとしています。 

 

（２）業務内容 

都県等における議論の進捗状況について都県からヒアリング・情報収集を行い、

また、地域医療構想調整会議等へ出席し、本省と情報の共有を行っています。 

 

 

 

（１）制度の概要 

災害発生時における医療提供体制の確保に関する業務を所管しています。 

 

（２）業務内容 

災害発生時における医療提供体制を確保することを目的に、都県の役割を尊重

し厚生労働省医政局と連携を図りながら、厚生労働省医政局と都県の円滑な連

絡・情報共有に向けた業務や都県への支援業務、災害拠点病院等の調査（視察）

等を行っています。 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

 令和４年度 

災害拠点病院等の調査（視察）件数 15 

 

 

 

（１）制度の概要 

医師少数区域等における一定期間の勤務経験を通じた地域医療への知見を有

する医師を厚生労働大臣が認定する制度や、当該認定を受けた医師を一定の病院

の管理者として評価する仕組みが令和２年４月 1日から施行されました。 

 

（２）業務内容 

医師少数区域等において６か月以上勤務し、その中で医師少数区域等における

医療の提供に必要な業務を行った医師からの認定申請書を受理し、申請内容の審

査及び認定証明書の交付を行っています。 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

 令和４年度 

医師少数区域経験医師の認定申請件数 113 

１０．地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関する業務について 

１１．災害時における医療の確保の支援に関する業務について 

１２．医師少数区域等で一定期間を勤務した医師の認定に関する業務について 
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（薬事監視指導課） 
 

 

 

（１）制度の概要 

業として医薬品等を製造する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律に基づき、あらかじめ厚生労働大臣の許可を取得す

る必要があります。厚生労働大臣の指定する医薬品等を製造する製造所の許可に

ついては、地方厚生局長にその権限が委任されており、それ以外の医薬品等を製

造する製造所の許可については、都道府県知事が行うこととされています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、これらの許可に関する申請書及び届出書について、

所定の要件を満たしているかを審査します。 

なお、許可対象施設において違反が判明した場合等には、事情聴取や立入検査

等を行うこともあります。 

 

① 厚生労働大臣の指定する医薬品等 

・生物学的製剤 

・放射性医薬品 

・国家検定医薬品 

・遺伝子組換え技術応用医薬品 

・細胞培養技術応用医薬品 

・細胞組織医薬品 

・特定生物由来製品医薬品 

・再生医療等製品 

 

② 地方厚生局における医薬品等の製造業等申請及びその届出に係る処理事項 

・医薬品・再生医療等製品製造業許可 

・医薬品・再生医療等製品製造業許可更新 

・医薬品・再生医療等製品製造業区分追加（変更）許可 

・生物由来製品・再生医療等製品製造管理者の承認 

・各種届出の受理（変更、休止、廃止、再開の届） 

・医薬品・再生医療等製品製造業許可証書換・再交付 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

 令和４年度 

医薬品・再生医療等製品製造業の許可等件数 120 

 

  

１．医薬品及び再生医療等製品の製造業等の許可について 
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（１）制度の概要 

輸入される医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品及び再

生医療等製品並びに毒物及び劇物について、通関前に確認を行うことにより、無

許可、無登録品又は不良品等が違法に国内に流通することを未然に防ぐことを目

的として、「医薬品等輸入確認要領」及び「毒劇物輸入確認要領」に基づき、通

関前に輸入者に指定の書類を提出させて審査を行っています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、上記提出書類を審査し、「輸入確認証」を発給しま

す。 

輸入監視業務の所轄範囲 

函館税関、東京税関及び横浜税関で通関される輸入貨物 

（参考） 

近畿厚生局：名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関及び沖

縄地区税関で通関されるもの 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

 令和４年度 

発給件数 100,337 

電話照会件数（メール照会を含む。） 約 3,600 /月 

 

 

令和５年２月１日から「医薬品等輸入確認情報システム」の運用を開始し、オンラ

インによる輸入確認証の申請及び発給手続きができるようになりました。 

 
【参考】医薬品等輸入確認情報システムについての情報は、関東信越厚生局ホームページに掲載

をしています。 

関東信越厚生局 > 業務内容 > 医薬品等の輸入手続きについて 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iji/yakkanhp-kaishu-2016-3.html) 

 

２．輸入確認証の発給業務について 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iji/yakkanhp-kaishu-2016-3.html
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（食品衛生課） 
 

 

 

（１）制度の概要 

近年、食品の流通は複数の都道府県をまたがることが一般化しており、それに

伴い、食中毒事案も広域化しています。 

平成３０年の食品衛生法の改正により、食中毒事案の発生及び拡大防止等のた

めに、国及び都道府県等が行う監視指導が総合的かつ迅速に行われるよう、相互

に連携・協力することが義務化されました。また、広域的な食中毒事案の調査方

針の共有や情報交換等の対応を行う場として、広域連携協議会が設置され、厚生

労働省を幹事とし、都道府県、保健所設置市、特別区と地方厚生局で構成されて

います。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、複数の都県をまたがるような大規模食中毒の発生

時には、厚生労働省からの依頼等により、管内自治体との情報共有・連携強化の

ため広域連携協議会を開催及び自治体等と共同で立入調査等を行います。また、

日常の食中毒対策等の実施及び食中毒事件の情報収集について、地方自治体及び

厚生労働省と連携を図り調整を行っています。 

   ・食中毒事例の情報収集 

   ・自治体との連絡調整 

   ・厚生労働省の依頼による広域連携協議会の開催 

   ・厚生労働省の指示による調査 

 

（３）実 績 

  ・食中毒事例の情報収集                    （単位：件） 

 

 

 

 

・関東信越広域連携協議会 

令和４年度 

実 施 日：令和４年６月２４日  実施場所：関東信越厚生局会議室 

（オンライン開催） 

（参考：令和３年度及び令和２年度実績） 

令和３年度及び令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

ため開催を中止しました。 
（注）関東信越広域連携協議会の開催状況は、以下のホームページに掲載をしています。 

関東信越厚生局ホームページ内リンク先：食品衛生課（食中毒関係） 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/kouiki_00004.html) 

 

 

 

 

令和４年度 実 績 

食中毒速報等収集 70 

１．食中毒に係る調整事務について 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/kouiki_00004.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/kouiki_00004.html
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（１）制度の概要 

食品衛生法第２９条に規定される都道府県等の食品衛生検査施設及び第３１

条に規定される登録検査機関については、食品衛生検査技術の高度化・多様化に

伴って試験検査の信頼性を確保する見地から、より適切な業務管理を実施する必

要が生じ、平成７年の食品衛生法改正により、食品等検査の業務管理基準が導入

されました。 

さらに、平成１５年の食品衛生法の改正によって、公正性・中立性を備える民

間法人にも検査が実施できるよう指定制度から登録制度に移行し、定期的な見直

しを行うための更新制度の導入や検査の技術的基準を設け、制度の透明性を確保

しています。 

 

（２）業務内容 

   関東信越厚生局においては、検査機関の登録業務の他に登録検査機関に対して、

業務規程の遵守、試験検査の精度管理及び業務管理の実施、帳簿等の適正な記録

とその保存をはじめとした業務管理要領への適合性に関する立入検査及び指導

を実施しています。 

   また、管内の登録検査機関の資質向上のため、最新の知見及び当該年度の立入

検査及び指導の注意点等についての研修を実施しています。 

 

① 登録検査機関 

(ｱ) 登録・認可に関する事項 

    ・登録の申請 

    ・検査事業所の設置等の届出受理 

    ・業務規程の認可及び変更認可 

     ・検査業務の休止・廃止の許可 

     ・登録事項変更の届出受理 

     ・適合命令、改善命令 

(ｲ) 製品検査・自主検査等の業務管理に関する事項 

     ・業務規程の遵守に係る指導 

・業務管理に関する技術上の基準への適合性（組織、施設・検査器具等の 

     管理、製品検査の管理、信頼性確保業務等）に係る立入検査及び指導 

    ・帳簿の記載事項・保存に関する立入検査及び指導 

(ｳ) 検査精度管理業務研修会の実施 

 

② 検疫所が行う試験及び検査の業務に関する点検及びその結果に基づく助言 

 

 

 

 

 

 

 

２．食品衛生法の規定に基づく登録検査機関の登録及び監督等について 
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（３）実 績 

  ・登録検査機関への立入検査                  （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検査精度管理業務研修会 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため研修会の開

催を中止しましたが、令和３年度及び令和２年度と同様にホームページに「登

録検査機関への地方厚生局の立ち入り検査について」掲載しています。 

 

（参考：令和３年度及び令和２年度実績） 

令和３年度及び令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

ため開催を中止しました。 

 
（注）登録検査機関の一覧（関東信越厚生局管内）及び検査精度管理研修会の開催状況は、以

下のホームページに掲載をしています。 

関東信越厚生局ホームページ内リンク先：食品衛生（登録検査機関関係） 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/shokuhin_gijutsu.html) 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

ＨＡＣＣＰ※による衛生管理の導入を目的に、平成７年５月に総合衛生管理製

造過程の承認制度が創設されました。関東信越厚生局では、総合衛生管理製造過

程の承認施設の申請の審査、現地調査、承認及び承認後の立入検査を所管し、事

業者へＨＡＣＣＰによる衛生管理の推進に努めてきました。 

当該制度は一部の食品の製造施設が対象でしたが、平成３０年６月に公布され

た「食品衛生法等の一部を改正する法律」により、全ての食品等事業者に対しＨ

ＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化され、令和２年６月に施行、１年間の猶予期

間を経て令和３年６月から完全施行されました。 

総合衛生管理製造過程の制度は、改正法が施行されることにより、その役目を

終え令和２年５月末で廃止されました。 

なお、当厚生局においては、各施設の有効期限の満了日まで立入検査で指導を

行っています。 

また、業種や事業者の規模の大小を問わず広くＨＡＣＣＰを普及推進していく

ため、平成２７年にＨＡＣＣＰ普及推進中央連絡協議会及びＨＡＣＣＰ普及推進

地方連絡協議会が創設されました。関東信越厚生局では、必要に応じ地方自治体

と協力して地方連絡協議会の開催等を行っています。 

令和４年度 実 績 

新規登録に関する立入検査 0 

変更事項に関する立入検査 0 

登録の更新に関する立入検査 2 

定期立入検査 38 

臨時立入検査 2 

計 42 

３．ＨＡＣＣＰの普及促進に係る業務について 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/shokuhin_gijutsu.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/shokuhin_gijutsu.html
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※ＨＡＣＣＰ（ハサップ）：Hazard Analysis and Critical Control Point  

EU、米国など諸外国で導入、制度化されている食品衛生の国際的なスタンダード 

  

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、総合衛生管理製造過程施設の承認後の立入検査を

通じて事業者への指導を行い、また、関係者間の情報共有及び意見交換の場を設

けるなど、ＨＡＣＣＰによる衛生管理の推進に努めています。 

・ＨＡＣＣＰ普及推進地方連絡協議会の開催 

・総合衛生管理製造過程の立入検査、変更承認等 

   

（３）実 績 

・ＨＡＣＣＰ普及推進地方連絡協議会 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため協議会等の

開催を中止しました。 

 

（参考：令和３年度及び令和２年度実績） 

令和３年度：新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため開催を中止し

ました。 

令和２年度：「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関

する web説明会（コロナ感染拡大防止のため WEB開催）開催 

 

・総合衛生製造管理過程施設への立入検査            （単位：件） 

 
（注）総合衛生管理製造過程施設一覧（関東信越厚生局管内）は、以下のホームページに掲載

をしています。 

関東信越厚生局ホームページ内リンク先：食品衛生課（総合衛生管理製造過程関係） 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/haccop.html) 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

国産牛肉や豚肉等を外国へ輸出する際は、輸出先国が定める施設の構造・設備、

ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理及び検査法等の衛生要件に適合する認定施設で処

理されたものであることが必要です。認定施設において適正な管理が行われてい

ることを、定期的な厚生労働省の査察により確認することも認定の要件となって

います。    

厚生労働省の査察業務については、地方厚生局に移管されており、関東信越厚

生局においては管内の４施設に対し、定期的な査察を行うこととなっています。 

なお、令和２年４月１日に農林水産物・食品の輸出の促進を図る目的で施行さ

れた「農林水産物および食品の輸出の促進に関する法律」により、制度が明確化

令和４年度 実 績 

変更承認に関する立入検査 0 

その他の立入検査 3 

計 3 

４．輸出食肉認定施設に対する指導、確認及び査察について 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/haccop.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/haccop.html
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され、一層の推進が図られています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、米国向け等輸出食肉取扱施設として認定されてい

る施設に対して定期的な査察を行い、監視・改善指導等を実施しています。 

 

① 輸出食肉認定施設の認定準備作業 

・事前相談（申請者及び自治体等） 

・認定に関する関係者会議への参加等 

・新規認定に係る現地調査への同行 

 

② 認定施設に対する査察及び指導 

・認定施設、食肉衛生検査所及び残留物質等モニタリング指定検査機関への 

定期的な現地査察 

・査察結果に基づく改善措置を認定施設及び自治体に通知するとともに厚生 

労働省へ報告 

・輸出先国による査察の際の対象施設への同行 

 

（３）実 績 

・輸出食肉認定施設への査察等                （単位：回） 

 
 

 

 

 

 

 

（注）輸出食肉認定施設一覧は、以下のホームページにに掲載をしています。 

関東信越厚生局ホームページ内リンク先：食品衛生課（輸出食肉関係） 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/shokuniku.html) 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

食肉又は食鳥肉の加工品（以下、食肉製品）を輸出する場合は、輸出先国が定

める施設の構造・設備、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理等の衛生要件に適合する施

設で製造加工されたものである必要があります。 

そのため、「輸出食肉製品の取扱要綱（EU等、シンガポール及び台湾向け）」に

基づき、地方厚生局において、施設の認定及び適正な管理の確認のための定期的

な査察を行うこととなっています。 

なお、当制度は、「農林水産物および食品の輸出の促進に関する法律」の施行に

伴い令和２年４月１日から創設されました。 

 

 

令和４年度 実 績 

群馬県 Ｇ－１ ㈱群馬県食肉卸売市場 13 

栃木県 ＴＯＣ－１ とちぎ食肉センター 13 

越谷市 ＫＯＣ－１ 

越谷食肉センター 

IHミートパッカー(株) 

東京ミートセンター 
2 

埼玉県 ＳＡ－４ 県北食肉センター協業組合 1 

５．輸出食肉製品取扱施設の認定及び査察等について 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/shokuniku.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/shokuniku.html
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（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、輸出食肉製品取扱施設の認定業務及び取扱施設に

対して定期的な査察を行い、監視・改善指導等を実施しています。 

・輸出食肉製品取扱施設の認定 

・認定施設への定期的な現地査察 

・査察結果に基づく改善措置を認定施設に通知 

・認定施設の変更承認等 

 

（３）実 績 

・輸出食肉製品取扱施設への査察               （単位：件） 
 

 

 

 

 

（注）輸出食肉製品認定施設一覧は、以下のホームページに掲載をしています。 

関東信越厚生局ホームページ内リンク先：食品衛生課（輸出食肉製品関係） 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/shokunikuseihin.html) 

 

 

 

 

（１） 制度の概要 

水産食品を輸出する場合は、輸出先国が定める衛生要件に適合する施設で製造

加工されたものである必要があります。 

また、輸出先国の求めに応じ、輸出国の食品衛生上の権限を有する行政機関等

が発行する衛生証明書の添付が求められています。 

そのため、輸出国向け「輸出水産食品の取扱要綱」に基づき、地方厚生局等の

公的機関において、施設の認定や適正な管理の確認のための定期的な現地査察及

び衛生証明書の発行等を行うこととなってます。 

なお、令和２年４月１日に農林水産物・食品の輸出の促進を図る目的で施行さ

れた「農林水産物および食品の輸出の促進に関する法律」により、制度が明確化

され、一層の推進が図られています。 

また、台湾向け輸出貝類及びベトナム向け輸出水産食品に係る衛生証明書発行

業務については、令和４年７月１日から農林水産省に移管されました。 

 

（２） 業務内容 

① ＥＵ 

関東信越厚生局においては、事業者等から「英国、欧州連合、スイス及びノル

ウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」に基づき申請があった場合､輸出施設の認

定、認定事項の変更等の手続を実施しています。また、認定施設の査察等を実施

します。 

   ・輸出施設の認定 

   ・認定事項の変更・取消し 

   ・認定施設の査察等 

 

令和４年度 実 績 

新規認定に関する査察 1 

定期的な査察 1 

計 2 

６．輸出水産食品施設の認定、査察等及び衛生証明書の発行について 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/shokunikuseihin.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/shokunikuseihin.html
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② 米国 

関東信越厚生局においては、事業者等から「アメリカ合衆国向け輸出水産食

品の取扱要綱」に基づき申請があった場合､輸出施設の認定、認定事項の変更等

の手続を実施しています。また、必要に応じて認定施設の査察等を実施します。 

   ・輸出施設の認定 

   ・認定事項の変更・取消し 

   ・認定施設の査察等 

 

③ ブラジル 

関東信越厚生局においては、事業者等から「ブラジル向け輸出水産食品の取

扱要綱」に基づき申請があった場合､輸出施設の認定、認定事項の変更、衛生証

明書の発行等の手続を実施しています。また、必要に応じて認定施設の査察等

を実施します。 

   ・輸出施設の認定 

   ・認定事項の変更・取消し 

   ・衛生証明書の発行 

   ・認定施設の査察等 

 

④ 韓国 

関東信越厚生局においては、事業者等から「大韓民国向け輸出水産食品取扱

要綱」に基づき申請があった場合、輸出施設の認定、認定事項の変更、衛生証明

書の発行等の手続を実施しています。また、必要に応じて認定施設の査察等を

実施します。 

   ・輸出施設の認定 

   ・認定事項の変更・取消し 

   ・衛生証明書の発行 

   ・認定施設の査察等 

 

⑤ 中国 

関東信越厚生局においては、事業者等から「中華人民共和国向け輸出水産食

品の取扱要綱」に基づき申請があった場合､輸出施設の認定、認定事項の変更、

衛生証明書の発行等の手続を実施しています。また、必要に応じて登録した認

定施設の査察等を実施します。 

   ・輸出施設の認定 

   ・認定事項の変更・取消し 

   ・衛生証明書の発行 

   ・認定施設の査察等 
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（３）実 績 

・輸出水産食品施設の新規認定                （単位：件） 

 

 

 

 

・輸出水産食品認定施設への査察等              （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）輸出水産食品認定施設一覧は、以下のホームページに掲載をしています。  

関東信越厚生局ホームページ内リンク先：食品衛生課（輸出水産食品関係） 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/yushutsusuis

an_00001.html) 

 

・衛生証明書の発行                     （単位：件） 

 

 

 

 
 

（注）衛生証明書の発行については、以下のホームページに掲載をしています。  

関東信越厚生局ホームページ内リンク先：食品衛生課（衛生証明書関係） 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/yushutsusuis

an_00003.html) 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

健康増進法第６５条において、食品として販売するものは、健康の保持増進効

果等について著しく事実に相違する表示を行い、又は著しく人を誤認させるよう

な表示をしてはならないとされています。 

令和４年度 実 績 

ＥＵ向け輸出水産食品施設 0 

米国向け輸出水産食品施設 0 

ブラジル向け輸出水産食品施設 1 

韓国向け輸出水産食品施設 1 

中国向け輸出水産食品施設 0 

令和４年度 実 績 

ＥＵ向け輸出水産食品認定施設 12 

米国向け輸出水産食品認定施設 7 

ブラジル向け輸出水産食品認定施設 6 

韓国向け輸出水産食品認定施設 0 

中国向け輸出水産食品認定施設 10 

令和４年度 実 績 

ブラジル向け衛生証明書発行 0 

韓国向け衛生証明書発行 112 

中国向け衛生証明書発行 27 

台湾向け衛生証明書発行 0 

ベトナム向け衛生証明書発行 51 

７．健康の保持増進効果等に係る虚偽・誇大広告等の表示の禁止に関する関係機

関との連携について 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/yushutsusuisan_00001.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/yushutsusuisan_00001.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/yushutsusuisan_00001.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/yushutsusuisan_00003.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/yushutsusuisan_00003.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/yushutsusuisan_00003.html
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また、虚偽・誇大広告等の表示に関し、必要があると認めた場合の食品製造施

設等への立入及び収去の権限については消費者庁長官から地方厚生局長に委任さ

れています。 

なお、健康増進法の改正により、令和２年４月１日から当該規定は法第３１条

から法第６５条に変更となりました。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、食品として販売するものに関し、健康の保持増進

効果を謳う表示について、消費者庁や自治体等と連携を図りながら事業者の指導

等を行っています。 

 

（３）実 績                          （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

平成１５年に食品安全基本法の制定及び食品衛生法の改正により、国民の健康

保護を優先する新たな食品安全行政の基本的な方策として「リスク分析手法」が

導入され、その具体的な実施と展開を支える柱として「リスクコミュニケーショ

ン」が位置づけられました。厚生労働省では、平成１５年から内閣府（食品安全

委員会）、農林水産省との連携を図りながら、消費者、食品関連事業者、専門家、

メディアなどとのリスクコミュニケーションの取り組みを進めています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、自治体と協力しながらリスクコミュニケーション

の実施について取り組みを行っています。 

 

（３）実 績 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため開催を中止し

ました。 

 

（参考：令和３年度及び令和２年度実績） 

令和３年度及び令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

ため開催を中止しました。 
（注）食品の安全性に係る意見交換会の開催結果は、以下のホームページに掲載をしています。 

関東信越厚生局ホームページ内リンク先：食品衛生課（ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ関係） 

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/shokuhin_risuku.html) 

令和４年度 実 績 

自治体からの相談及び指導 0 

事業者からの相談及び指導 0 

８．食品の安全確保に関するリスクコミュニケーションについて 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/shokuhin_risuku.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/shokuhin_risuku.html
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（地域包括ケア推進課） 
 

団塊の世代が７５歳以上となる令和７年を目途に、重度な要介護状態となっても

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住

まい・医療・介護・予防・生活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシス

テム）の構築に向け、都県を通じた市区町村支援業務を行っています。 

 

 

 

（１）業務の概要 

地域包括ケアシステムに関する幅広い知識、経験、情報を得るとともに、厚生

労働省、都県と連携しつつ、市区町村における地域包括ケアシステムの取組を推

進・支援するための企画、立案及び総合調整を行い、効果的な業務の実施を図っ

ています。 

 

（２）実 績                           （単位：回） 

区  分 令和４年度 

関東信越厚生局地域包括ケア推進本部の開催 2 

 

 

 

（１）業務の概要 

地域包括ケアシステムの構築支援を的確に実施するため、都県と共同で「関東

信越厚生局地域包括ケア推進都県協議会」を設置し、現状分析、課題の整理、対

策の企画・検討及び意見交換を行っています。また、分科会では、特にテーマを

絞っての情報共有及び意見交換を行っています。 

 

（２）実 績                           （単位：回） 

区  分 令和４年度 

関東信越厚生局地域包括ケア推進都県協議会の開催 1 

関東信越厚生局地域包括ケア推進都県協議会分科会の開催 2 

 

 

 

（１）業務の概要 

地域包括ケア推進本部や地域包括ケア推進都県協議会等での検討も踏まえ、関

東信越厚生局の立ち位置を活かし、都県の「役に立つ」ことを念頭に、地域包括

ケアシステムの構築に資する取組を行っています。 

 

 

 

 

 

１．関東信越厚生局地域包括ケア推進本部の設置・運営について 

２．関東信越厚生局地域包括ケア推進都県協議会等の設置・運営について 

３．地域包括ケア推進支援について 
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（２）実 績                           （単位：回） 

区  分 令和４年度 

地域包括ケア応援セミナーの開催 2 

自治体関係者を対象とした意見交換会・研修会の開催 2 

他省庁の地方支分部局と連携した勉強会・セミナーの開催 1 

 

 

 

（１）業務の概要 

都県及び市区町村の地域包括ケアシステムに関して、現地を訪問又はオンライ

ンにより、意見交換を行い、地域包括ケア推進状況の把握及び助言・支援を行っ

ています。 

 

（２）実 績                           （単位：回） 

区  分 令和４年度 

都県訪問及び意見交換 3 

市区町村訪問及び意見交換 20 

 

 

 

（１）業務の概要 

講演依頼については、市区町村や事業者団体等まで幅広く対応し、関東信越厚

生局長の後援名義等の使用についても、地域包括ケアシステムの構築に資するも

のについては、規模にかかわらず柔軟に対応しています。 

 

（２）実 績                           （単位：回） 

区  分 令和４年度 

講演依頼等対応 2 

後援名義の使用許可 0 

 

 

 

（１）業務の概要 

「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」に基づき、

民間事業者による保健、福祉に関する総合的な施設等の整備（特定民間施設）に

関する計画について厚生労働大臣による認定を行っています（整備計画の認定）。 

 

（２）実 績 

関東信越厚生局においては、管内１都９県の整備計画の認定（変更）に関する

事務を行っています。なお、令和５年３月３１日現在の認定施設は１施設です。 

 

 

 

 

４．地域包括ケア推進状況の把握及び助言・支援について 

５．講演と後援について 

６．地域における公的介護施設等の整備計画の認定等について 
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（１）業務の概要 

地域支援事業交付金に係る執行事務については、厚生労働省本省からの移管を

受け、管内各都県等から提出された交付申請書及び実績報告書を審査の上、交付

決定及び確定等を行っています。 

 

（２）実 績                           （単位：円） 

令和４年度交付決定額 53,614,318,020 

 

 

 

（１）業務の概要 

地域医療介護総合確保基金に係る執行事務については、厚生労働省本省からの

移管を受け、管内各都県から提出された交付申請書を審査の上、交付決定を行っ

ています。 

 

（２）実 績                           （単位：円） 

令和４年度交付決定額 40,255,320,000 

うち介護施設等整備事業分 18,691,775,000 

うち介護従事者確保事業分 21,563,545,000 

 

 

 

（１）業務の概要 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施については、厚生労働省本省から

の移管を受け、令和３年度から、一体的実施に係る後期高齢者医療財政調整交付

金における特別調整交付金の審査、一体的実施の実施状況調査及び管内の市区町

村へのヒアリングを実施し、それらの把握した状況等を踏まえ、都県及び広域連

合等に対する必要な助言及び支援を行っています。 

 

（２）実 績 

令和４年度は、管内の後期高齢者医療広域連合から提出された実施計画書の内

容審査及び実施状況調査の取りまとめ、管内１市１町への一体的実施に係るヒア

リングを実施しました。 
（単位：件） 

区  分 令和４年度 

実施計画書の提出件数(管内市区町村数 450) 290 

 

 

 

 

 

７．地域支援事業交付金の執行について 

８．地域医療介護総合確保基金（介護施設等の整備・介護従事者の確保）について 

９．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について 
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（１）業務の概要 

介護保険事業（支援）計画に関する作成状況、取組の進捗状況、目標の達成状

況や計画の推進に当たっての課題等について、管内の各都県を通じて把握し、助

言及び支援を行っています。 

 

（２）実 績 

関東信越厚生局においては、管内１都９県の第８期介護保険事業（支援）計画

に関して、令和４年度の実施状況及び法定報告等に関するヒアリングを実施しま

した。 

１０．介護保険事業（支援）計画の作成・進捗状況の把握及び助言・支援について 
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（保 険 課） 

 
 

（１）制度の概要 

健康保険組合は、健康保険法に基づき国に代わって健康保険事業である被保険

者等に対する保険給付と保健・福祉事業を行う公法人です。企業等の事業主とそ

の企業等に使用される被保険者で組織されますが、１企業により組織され７００

人以上の被保険者で構成される単一健康保険組合と、同業種の複数の企業により

組織され３,０００人以上の被保険者で構成される総合健康保険組合があります。 

健康保険組合では、法定給付のほか、法令等の範囲で付加給付等の独自の事業

とともに、実情に応じた保険料率の設定を行うことができます。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、管内１都９県に所在する健康保険組合の設立・合併・解

散等の事務指導、認可申請書等の審査事務、届書の確認事務、各種証明事務及び

指導監督等の業務を実施しています。 

 

（３）実 績（令和４年度） 

① 各申請書等の処理件数 

健康保険組合から受理した規約変更届書等の認可等の処理件数は以下のと

おりです。 
（単位：件） 

 
規約変更認可申請

書等の認可 

規約変更届書等の

受理 

厚生労働大臣への

提出書類の経由 

公法人証明 

印 鑑 証 明 

令和４年度 2,380 7,694 10,299 2,717 

 

② 指導監督 

健康保険組合への実地指導監査は、平成１３年３月２２日付保発第７６号厚

生労働省保険局長通知及び令和４年３月８日付保保発０３０８第１号厚生労

働省保険局保険課長通知において示された実地指導監査の実施方針に基づき、

総合監査（事業全般にわたる監査）、経理監査（財務・経理事務に特化した監

査）及び改善状況確認監査（改善状況の進捗確認が必要な組合に対する改善状

況の確認に特化した監査）を実施しました。 

 
実地指導監査 

実 績 

内    訳 

総合監査 経理監査 改善状況確認監査 

令和４年度 139件 84件 55件 0件 

 

③ 事務講習会等への職員派遣 

健康保険組合を対象として開催される事務講習会に職員を派遣し、個人情報

保護、監査からみた留意事項等のテーマに関し、講師として説明を行いました。

（計９回） 

 

④ その他 

令和４年度における健康保険組合の新設等については、次のとおりです。 

１．健康保険組合について 
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＜新設＞ 

・令和 ４ 年 ４ 月 １ 日  ベイカレント 健康保険組合 

 

＜解散＞ 

・令和 ４ 年  ４ 月 １ 日  文祥堂 健康保険組合 

・令和 ４ 年１０ 月 １ 日  三貴 健康保険組合 

 

＜合併による消滅＞ 

・令和 ４ 年 ４ 月 １ 日  ジャパンビバレッジ 健康保険組合 

・令和 ４ 年 ４ 月 １ 日  日産自動車プリンス 健康保険組合 

・令和 ４ 年１０月 １ 日  大日本明治製糖 健康保険組合 

・令和 ５ 年 ２ 月 １ 日  鬼怒川ゴム 健康保険組合 

 

 

 

（１）制度の概要 

全国健康保険協会は、健康保険法に基づき国に代わって健康保険事業である被

保険者等に対する保険給付と保健・福祉事業を行う公法人です。従来、国が運営

し政府管掌健康保険といわれていましたが、平成２０年１０月１日に全国健康保

険協会が設立され、全国４７都道府県に支部が設置されました。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、管内１都９県に所在する全国健康保険協会支部が行う滞

納処分等の認可申請書の審査事務及び同支部に対する立入検査等の業務を実施

しています。 

 

（３）実 績 

① 各申請書等の処理件数 

 認可申請書等の認可 

令和４年度 0件 

 

② 立入検査等 

平成２２年１月７日付保保発０１０７第１号厚生労働省保険局保険課長通

知（平成２７年６月１日付保保発０６０１第０１号及び平成２８年５月１１日

付保保発０５１１第０２号により一部改正）において示された実施方針に基づ

き、３支部（山梨、新潟、茨城）に実施しました。 

 

 

 

 

医療保険制度とは相互扶助の精神のもとに、企業等の事業主とその企業等に使用

される被保険者が保険料を出し合い、病気、けが、出産、死亡などのときに必要な

医療や現金の給付を受けることにより、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与する

ことを目的とした制度です。 

 

２．全国健康保険協会支部について 

３．医療保険制度の概要について 
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⇒ 医療保険制度の種類 

我が国の医療保険制度は職域保険（被用者保険）と地域保険及び後期高齢者医

療制度に大別されます。職域保険には、企業等に雇用されている人たちを対象と

した「健康保険」、公務員を対象とした「共済組合」などがあります。このほか地

域保険である農業者等を対象とした「国民健康保険」や７５歳以上の方等を対象

とした「後期高齢者医療制度」により、すべての国民がいずれかの制度に加入す

る国民皆保険の体制となっています。 

 
 制 度 加 入 者 保険者 

職
域
保
険 

健康保険 企業等に使用される者とその家族 
健康保険組合 

全国健康保険協会 

船員保険 船員とその家族 全国健康保険協会 

共済組合 
国家公務員、地方公務員、私立学校教職員等とその

家族 
共済組合 

地
域
保
険 

国民健康保険 農業者、自営業者等 
市町村（特別区を含む） 

国民健康保険組合 

後期高齢者医療制度 
７５歳以上および６５歳～７４歳で一定の障害の

状態がある者で、広域連合の認定を受けた者 
後期高齢者医療広域連合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚 生 局 と 健 康 保 険 組 合 等 の 関 係 と
健 康 保 険 制 度 の 概 要

関東信越厚生局
（保険課）

事業主
（適用事業所）

医療機関

被保険者 被扶養者

保険料

申
請

保険料
（給与天引き）

認
可

自己負担

医療費
請求

医療費
支払

診療

健康保険組合

全国健康保険協会支部

指導・監督

（協会支部へ

の指導は除

く）

社会保険
診療報酬支払基金
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（企業年金課） 
 

 

 

（１）制度の概要 

確定拠出年金制度は、個人又は企業の事業主が拠出した掛金を個人の責任にお

いて運営管理機関に資産の運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づい

た給付を年金として受け取ることができるようにした制度です。したがって、給

付額は、掛金とその運用収益との合計額をもとに決定されることとなります。 

確定拠出年金が導入された背景には、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様

化、雇用の流動化等の社会経済状況の変化等があり、これらに十分対応し、老後

の生活への備えを一層安定したものとするため、新たな選択肢として、自己責任

を「原則」とする制度として平成１３年１０月に発足しました。 

なお、確定拠出年金の実施形態には、事業主が掛金を拠出する「企業型」と個

人で加入して掛金を拠出する「個人型（ｉＤｅＣｏ）」とがあります。 
 

【参考】確定拠出年金については、厚生労働省ホームページに掲載をしています。 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 年金 > 年金・日本年金機構関係 > 私的

年金制度の概要（企業年金、個人年金） > 確定拠出年金制度 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/index.html) 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、管内１都９県に所在する企業型の確定拠出年金を実施し

ている事業主からの規約承認申請書、規約変更承認申請書、規約変更届出書等の

受理及び承認を行っています。 

 

（３）実 績 

事業主から受理した規約承認申請書等の処理件数は以下のとおりです。 
（単位：件） 

 規約承認申請書の承

認 

規約変更承認申請書

等の承認 

規約変更届出書等の

受理 

令和４年度 156  1,688 1,773 

 

 

 

（１）制度の概要 

確定給付企業年金制度は、平成１４年４月に発足した制度で、加入した期間や

給付水準に応じて予め将来の給付額が決められる仕組みとなっています。 

確定給付企業年金の実施形態には、労使で合意した年金規約に基づき、企業の

事業主が契約を結んだ信託会社・生命保険会社等が、母体企業の外で年金資産を

管理・運用し、年金給付を行う「規約型」と、母体企業とは別の企業年金基金（確

定給付企業年金法に基づき厚生労働大臣が認可した法人）を設立したうえで、こ

の基金において年金資産を管理・運用し、年金給付を行う「基金型」とがありま

す。 

 
 

１．確定拠出年金について 

２．確定給付企業年金について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/index.html
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【参考】確定給付企業年金については、厚生労働省ホームページに掲載をしています。 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 年金 > 年金・日本年金機構関係 > 私的

年金制度の概要（企業年金、個人年金） > 確定給付企業年金制度 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062851.html) 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、管内１都９県に所在する確定給付企業年金を実施してい

る事業主及び企業年金基金（以下、併せて「事業主等」といいます。）からの規約

承認（認可）申請書、規約変更承認（認可）申請書、規約変更届出書等の受理、

承認・認可、厚生労働大臣への提出書類の経由及び法人証明・印鑑証明等の発行

のほか、事業主等に対する指導・監督などの業務を行っています。 

 

（３）実 績 

① 各申請書等の処理件数 

事業主等から受理した規約承認申請書等の処理件数は以下のとおりです。 
（単位：件） 

 

規約承認申請書・規約

変更承認申請書等の承

認等 

規約変更届出書等の

受理 

厚生労働大臣への提

出書類の経由 

令和４年度 295 9,116 979 

 

② 指導監督 

確定給付企業年金制度の適正かつ効率的な事業運営を確保する観点から、事

業主等への指導・監督にあたっては、法令及び規約等に基づき適正に運営され

ているか個別具体的に確認することとしています。 

なお、総合型の企業年金基金に対しては実地監査を、それ以外の事業主等に

対しては書面監査を実施しています。 

 

監査実施件数                        （単位：件） 

 
令和４年度 

書 面 実 地 

実  績 1,117 29 

 
【参考】令和４年度の確定給付企業年金監査における主な指摘事項については、第Ⅳ章 指導

監査等の実績・主な指摘事項等の企業年金課関係に詳細を掲載していますのでご覧くだ

さい。 

 

 

 

（１）制度の概要 

厚生年金基金制度は、国の老齢厚生年金の一部を国に代わって支給する（代行

給付）とともに、厚生年金基金ごとに定められた独自の上乗せ給付（プラスアル

ファ給付）を行う企業年金制度で、従業員に、より手厚い老後保障を行うことを

目的として昭和４１年に発足しました。 

その後、生活水準の向上や経済・投資環境の変化などを踏まえ、制度の充実・

改善が図られてきました。平成１４年４月の法律改正により、厚生年金基金は代

３．厚生年金基金について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062851.html
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行部分を国へ返し（代行返上）、確定給付企業年金へ移行することも認められる

ようになりました。 

厚生年金基金は、厚生年金保険法に基づき厚生労働大臣の認可を受けた法人と

して、制度の運営・管理を行っています。 

なお、平成２５年の法律改正により、平成２６年４月以降は、厚生年金基金の

新規設立は認められないこととなっています。 

 
【参考】厚生年金基金については、厚生労働省ホームページに掲載をしています。 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 年金 > 年金・日本年金機構関係 > 私的

年金制度の概要（企業年金、個人年金） > 厚生年金基金制度 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kousei/index.html) 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、管内に所在する厚生年金基金からの規約変更認可申請書、

規約変更届出書等の受理、認可、厚生労働大臣への提出書類の経由及び公法人証

明・印鑑証明の発行のほか、厚生年金基金に対する指導・監督などの業務を行っ

ています。 

 

（３）実 績 

① 各申請書等の処理件数 

厚生年金基金から受理した規約変更届出書等の認可等の処理件数は以下の

とおりです。 
（単位：件） 

 
規約変更認可申請書

等の認可 

規約変更届出書等

の受理 

厚生労働大臣への提

出書類の経由 

令和４年度 10 28 43 

 

② 指導・監督 

厚生年金基金制度の適正な運営等を確保する観点から、厚生年金基金への指

導・監督にあたっては、法令・通達等に基づき適正な業務執行が図られている

こと、事業運営の内容が円滑かつ適正に行われていることを主眼として実施し

ています。 

また、解散した厚生年金基金に対して、財産目録等承認申請時に監査を実施

しています。 

 

監査実施件数                        （単位：件） 

 令和４年度 

実  績 1 

 

 

 

（１）制度の概要 

国民年金基金制度は、国民年金に加入する自営業者等の方々と国民年金に上乗

せして厚生年金のある会社員等との年金格差を是正する観点から、国民年金（老

齢基礎年金）に上乗せする給付を支給する制度として平成３年４月に発足しまし

た。 

４．国民年金基金について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kousei/index.html
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国民年金基金は、国民年金法に基づき厚生労働大臣の認可を受けた法人で、全

国国民年金基金並びに同業種ごとに設立された歯科医師国民年金基金、司法書士

国民年金基金及び日本弁護士国民年金基金があります。 

 
【参考】国民年金基金については、厚生労働省ホームページに掲載をしています。 

ホーム > 政策について> 分野別の政策一覧> 年金> 年金・日本年金機構関係> 私的年金

制度の概要（企業年金、個人年金）> 国民年金基金制度 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059350.html) 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、管内に所在する国民年金基金からの規約変更認可申請書、

規約変更届出書等の受理、認可、厚生労働大臣への提出書類の経由及び公法人証

明・印鑑証明の発行のほか、国民年金基金に対する指導・監督などの業務を行っ

ています。 

 

（３）実 績 

① 各申請書等の処理件数 

国民年金基金から受理した規約変更届出書等の認可等の処理件数は以下の

とおりです。 
（単位：件） 

 
規約変更認可申請書

等の認可 

規約変更届出書等の

受理 

厚生労働大臣への提出

書類の経由 

令和４年度 3 6 24 

 

② 指導・監督 

基金の自立の推進を図る観点から、国民年金基金への指導・監督にあたって

は、制度の周知を図るための広報活動の実施状況、加入員確保事業の推進状況

等を中心に実施することとしています。 

 

監査実施件数                        （単位：件） 

 令和４年度 

実  績 1 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059350.html
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（管 理 課） 
 

 

 

 

（１）制度の概要 

平成２０年度税制改正により、法人税法施行令第５条第１項第２９号ワにおい

て、一般社団法人のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会

で、一定の基準を満たしたものについて、また、同号タにおいて、公益法人等の

うち、無料低額な診療を行う病院事業を行う法人で、一定の基準を満たしたもの

について、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外されることとな

りました。 

 

（２）業務内容 

① オープン病院事業法人 

一般社団法人（非営利型）である医師会又は歯科医師会で、いわゆるオープ

ン病院事業を行う法人が、医療保健業を収益業務の範囲から除外するにあたっ

ては、法人税法施行規則第５条第６号の規定により、一定の基準を満たしてい

ることについて厚生労働大臣の証明が必要です。 

関東信越厚生局では、この基準を満たしているオープン病院事業法人である

ことの証明書の交付を行っています。 

 

② 福祉病院事業法人 

法人税法に規定する公益法人等で無料低額な診療を行う病院事業を行う法

人が医療保健業を収益業務の範囲から除外するにあたっては、法人税法施行規

則第６条第４号及び第７号（第７号は一般社団法人又は一般財団法人に限る。）

の規定により、一定の基準を満たしていることについて厚生労働大臣の証明が

必要です。 

関東信越厚生局では、この基準を満たしている福祉病院事業法人であること

の証明書の交付を行っています。 

 

（３）実 績 

① オープン病院事業法人の証明実績              （単位：件） 

区     分 令和４年度 

証 明 件 数 52  

 

② 福祉病院事業法人の証明実績                （単位：件） 

区     分 令和４年度 

証 明 件 数 6  

 

 

 

 

１．医療保健業を行う公益法人等に対する法人税法上の非課税措置に係る証明に

ついて 
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（１）制度の概要 

特定医療法人とは、租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号の規定

に基づき、医療法人が税法上の承認を国税庁長官から受けることにより、承認後

に終了する各事業年度において、法人税率の軽減の適用を受ける医療法人のこと

です。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、特定医療法人として、法人税率の特例を受ける要件（各

事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢

献その他公益の増進に著しく寄与するもの）とされる基準（厚生労働大臣が財務

大臣と協議して定める）を満たすものである旨の厚生労働大臣の当該事業年度に

おける証明書の交付を行っています。 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

区     分 令和４年度 

証 明 件 数 86 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

会社の従業員や国及び地方の公務員などの被保険者は、保険者である協会けん

ぽ、健康保険組合や共済組合などに加入しています。 

被保険者や被扶養者である家族が病気になったり、ケガをして医療機関に行っ

て治療を受けると、その医療費は診療報酬という形で医療機関から社会保険診療

報酬支払基金※（以下「支払基金」という。）に請求されます。 

支払基金は、医療機関から請求された診療報酬が適正であるかどうかを審査し

た上で、保険者に請求を行います。 

保険者は、事業主と被保険者から納められた保険料により支払基金に診療報酬

を払い込み、支払基金は、この診療報酬を毎月一定の期日までに医療機関に支払

います。 

このように、医療費は、医療機関、保険者がそれぞれの請求･支払を個別に行う

のではなく、保険者から審査と支払を委託されている支払基金という公的な機関

を通して適正に審査され、支払われています。 
※ 社会保険診療報酬支払基金 

社会保険診療報酬支払基金は、昭和２３年９月に社会保険診療報酬支払基金法に基づい

て設立された法人（平成１５年１０月１日から民間法人）です。 

 

（２）業務内容 

保険医療機関及び保険薬局から提出された被用者保険分に係るレセプトの審

査・支払業務等を行っている支払基金の監査については、「社会保険診療報酬支

２．特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明について 

３．社会保険診療報酬支払基金の監査について 
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払基金審査委員会事務局の実地監査について」(令和４年９月３０日付保保発０

９３０第７号厚生労働省保険局保険課長通知）に基づき行うこととされています。 

関東信越厚生局では、支払基金審査委員会事務局の行う業務の適正かつ効率的

な運営を確保することを目的として、管内（１都９県）の支払基金審査委員会事

務局の監査を実施しています。 

なお、「行政改革に関する第５次答申」（昭和５８年３月１４日臨時行政調査会）

の中で、民間法人化された法人に対する政府の関与は最小限のものとすべきであ

るとされていることを踏まえ、公益法人の立入検査の実施状況を参考に、それと

同程度の少なくとも３年に１回実施しています。 

また、支払基金審査委員会事務局の業務において重大な事故が発生した場合等

は、必要に応じて監査を実施します。 
※ 社会保険診療報酬支払基金法の一部が改正されたことにより、令和４年１０月に審査事

務集約が行われたため、支部は廃止され、審査事務は、１４か所の審査事務センター等に集

約されたとともに、審査委員会事務局が各都道府県に設置されました。これに伴い、令和４

年１０月以降の地方厚生局における支払基金に係る監査対象については、各都道府県で診

療報酬等の審査決定を行う審査委員会を運営する審査委員会事務局となっています。 

なお、ブロック毎に設置される審査事務センター等については、厚生労働省保険局保険

課が実施する本部監査の対象とすることになります。 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

区     分 令和４年度 

監査実施審査委員会事務局数 1 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

国民健康保険は、原則として健康保険法等に基づく被用者保険及び後期高齢者

医療制度の適用者以外の一般国民を被保険者とし、その疾病、負傷、出産又は死

亡に関して必要な給付を行い、社会保障及び国民保健向上に寄与することを目的

とする制度です。 

国民健康保険事業の運営主体となる保険者は、都道府県及び市町村（特別区を

含む）と国民健康保険組合であり、国民健康保険団体連合会は、この制度におけ

る診療報酬の審査支払事務、保険者支援事業を実施しています。 

 

（２）業務内容 

都道府県知事が行う国民健康保険事業の助言・指導監督については「国民健康

保険の市町村保険者及び国民健康保険組合並びに国民健康保険団体連合会の指

導監督について（基本通知）」(平成３１年１月２３日付保発０１２３第２号厚生

労働省保険局長通知)及び「国民健康保険の市町村保険者及び国民健康保険組合

並びに国民健康保険団体連合会に対する指導監督の実施について」(平成３１年

１月２３日付保国発０１２３第２号国民健康保険課長通知）に基づき行われてい

ます。 

関東信越厚生局における保険者及び国民健康保険団体連合会の助言・指導監督

については、これらの通知に基づき実施するほか、保険料（税）収納率の向上、

４．国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の技術的助言・指導監督

について 
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累積赤字額の計画的早期解消、診療報酬明細書点検調査等の充実強化、保健事業

の推進を重点事項として、国民健康保険事業の適正かつ安定的運営の確保を図り

つつ、保険財政の健全化、医療費の適正化及び保健事業の推進に努めるよう助言

指導を行っています。 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

区     分 令和４年度 

助 言 15 

指 導 監 督 5 

 

① 実地による助言等 

・令和４年 ７月 茨城県・水戸市・茨城県国民健康保険団体連合会（法人番

号：5700150018163） 

・令和４年 ９月 栃木県・日光市・栃木県国民健康保険団体連合会（法人番

号：7700150019226） 

・令和４年１０月 新潟県・湯沢町・新潟県国民健康保険団体連合会（法人番

号：1700150022268） 

・令和４年１１月 埼玉県・戸田市・埼玉県国民健康保険団体連合会（法人番

号：9700150016824） 

・令和５年 １月 神奈川県・大和市・神奈川県国民健康保険団体連合会（法

人番号：4700150011945） 

 

② 来局による助言 

・令和４年１１月～１２月 

 群馬県・千葉県・東京都・山梨県・長野県 

 

③ 主な助言内容 

助言等の対象 主 な 助 言 内 容 

都   県 

・赤字保険者に対する助言に関すること 

・滞納者対策の助言に関すること 

・医療費適正化対策の助言に関すること 

・保健事業の取組促進の助言に関すること 

保 険 者 

（市区町村） 

・保険料（税）の徴収活動の改善を要するもの 

・医療費適正化の取組に充実・強化を要するもの 

・保健事業の充実を要するもの 

国民健康保険 

団体連合会 

・審査支払業務に関すること 

・保険者の行う医療費適正化及び保健事業に係る支援に関すること 

・個人情報等の管理に関すること 
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（１）制度の概要 

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）は、国民の高齢

期における適切な医療の確保を図るため、高齢者の医療について、国民の共同連

帯の理念に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に

対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民健康の向

上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。 

国（厚生労働省）は、後期高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な

諸般の措置を講ずるとともに、目的達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福

祉その他関連施策を積極的に推進することとしています。 

 

（２）業務内容 

高齢者の医療の確保に関する法律及び関係法令の規定に基づき、地方厚生局及

び都道府県は、後期高齢者医療広域連合及び市町村並びに国民健康保険団体連合

会に対し報告の徴収、技術的助言等を行うこととされています。 

関東信越厚生局では、後期高齢者医療制度の適正かつ安定的な運営に資するこ

とを目的として、都道府県、後期高齢者医療広域連合及び市町村並びに国民健康

保険団体連合会における後期高齢者医療制度の事務の実施状況を関係法令等に

照らして検討し、後期高齢者医療制度の事務の適正かつ効果的運営の促進につい

て必要な助言指導を行っています。 

 

（３）実 績                           （単位：件） 

区     分 令和４年度 

助 言 20 

指 導 監 督 5 

 

① 実地による助言等 

・令和４年 ７月 茨城県・水戸市・茨城県後期高齢者医療広域連合（法人番

号：900020089443）・茨城県国民健康保険団体連合会（法

人番号：5700150018163） 

・令和４年 ９月 栃木県・日光市・栃木県後期高齢者医療広域連合（法人番

号：400020098639）・栃木県国民健康保険団体連合会（法

人番号：7700150019226） 

・令和４年１０月 新潟県・湯沢町・新潟県後期高齢者医療広域連合（法人番

号：200020159590）・新潟県国民健康保険団体連合会（法

人番号：1700150022268） 

・令和４年１１月 埼玉県・戸田市・埼玉県後期高齢者医療広域連合（法人番

号：300020119008）・埼玉県国民健康保険団体連合会（法

人番号：9700150016824） 

・令和５年 １月 神奈川県・大和市・神奈川県後期高齢者医療広域連合（法

人番号：800020148415）・神奈川県国民健康保険団体連合

会（法人番号：4700150011945） 

５．後期高齢者医療制度に係る技術的助言・指導監督について 
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② 書面による助言等 

・令和４年１１月～１２月 

 群馬県後期高齢者医療広域連合（法人番号:8000020109185）・千葉県後期

高齢者医療広域連合（法人番号:1000020128902）・東京都後期高齢者医療

広域連合（法人番号:4000020138584）・山梨県後期高齢者医療広域連合

（法人番号:6000020199419）・長野県後期高齢者医療広域連合（法人番

号:2000020209791） 

 

③ 来局による助言 

・令和４年１１月～１２月 

 群馬県・千葉県・東京都・山梨県・長野県 

 

④ 主な助言内容 

助言の対象 主 な 助 言 内 容 

都   県 

・市町村の保険料収納対策の支援に関すること 

・医療費の適正化に関すること 

・保健事業に関すること 

後期高齢者医療 

広 域 連 合 

・市町村の保険料収納対策の支援に関すること 

・医療費の適正化に関すること 

・保健事業に関すること 

国民健康保険 

団体連合会 

・審査支払業務に関すること 

・保険者の行う医療費適正化及び保健事業に係る支援に関すること 

・個人情報等の管理に関すること 
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立入検査 

改善報告 

（医 療 課） 
 

 

 

（１）制度の概要 

特定機能病院は、高度の医療を提供する能力と高度の医療技術の開発及び評価

を行う能力があり、高度の医療に関する研修を行うなど様々な機能をあわせもっ

た厚生労働大臣の承認を受けた医療機関で、関東信越厚生局の管内１都９県には、

令和５年３月３１日現在、２６の大学病院、国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院、国立がん研究センター中央病院、国立がん研究センター東病院、

公益財団法人がん研究会有明病院及び聖路加国際病院の合計３１病院が厚生労

働大臣から特定機能病院と称することができるものとして承認を得ています。 

臨床研究中核病院は、特定臨床研究に関する計画の立案及び実施、他の病院に

対する特定臨床研究の実施に関する相談対応及び情報提供等を行う能力を有す

る厚生労働大臣の承認を受けた医療機関で、関東信越厚生局管内には、令和５年

３月３１日現在、６病院が厚生労働大臣から臨床研究中核病院と称することがで

きるものとして承認を得ています。 

 

（２）業務内容 
承認を受けた特定機能病院及び臨床研究中核病院が、法令により定められてい

る人員及び構造設備等を有し、それぞれ適正な管理が行われているかを検査し、

不適切な場合は指導等を通じて改善を図ることにより、良質で適正な医療の提供

又は特定臨床研究を行う場としてふさわしいものとするために、医療法第２５条

第３項の規定に基づき、原則として１年に一度立入検査を実施しています。 

立入検査の実施体制としては、医療指導監視監査官等の医療監視員が、書面調

査や現場確認を行うなどの検査を行っています。 

 

 

 

 

 

 

立入検査は、厚生労働省医政局地域医療計画課から通知された「特定機能病院

の立入検査業務実施要領」及び厚生労働省医政局研究開発政策課から通知された

「臨床研究中核病院の立入検査業務実施要領」等に基づき実施しています。 
 

(注) 特定機能病院に対する主な立入検査項目 

・安全管理体制の確保状況 ・院内感染防止対策 ・医薬品に係る安全管理体制 

・医療機器に係る安全管理体制  

・職員健康診断 ・特定機能病院としての要件事項等  

臨床研究中核病院に対する主な立入検査項目 

・特定臨床研究の適正実施の体制等 ・その他の特定臨床研究の適正実施の体制 

・臨床研究中核病院としての要件事項等 

 

 

 

特定機能病院 

臨床研究中核病院 
関東信越厚生局 

１．特定機能病院及び臨床研究中核病院に対する立入検査業務について 
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（３）実 績 

① 立入検査実施件数                     （単位：件） 

区    分 令和４年度 

特定機能病院      ２２ 

臨床研究中核病院      ３ 

(注) 令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況に鑑み、上記以外の

特定機能病院９件、臨床研究中核病院３件については、書面による確認を実施しました。 

 

② 主な指摘事項 

(ｱ) 特定機能病院 

医療安全管理体制の確保等について徹底を図るため、「医療安全対策に関

する通知等に基づき適正に管理されているか」、「院内感染防止に関する通知

に基づき適正に管理されているか」などに重点をおいて立入検査を実施し、

次のような内容について、改善や検討を指示しました。 

・中途採用者及び復職者に対する研修については、現場での業務を開始す

る前に研修を実施する仕組みを検討すること 

・各種委員会の委員の出席を積極的に促し、恒常的な欠席及び代理出席を

解消すること 

(ｲ) 臨床研究中核病院 

特定臨床研究の適正実施体制等の確保等の徹底を図るため、特定臨床研究

適正実施体制全般に関する実施計画や実施状況等について、立入検査を実施

し、次のような内容について、改善や検討を指示しました。 

・特定臨床研究の実績が未達であることを確認したので、「臨床研究中核

病院に係る継続的な取組の評価について」（令和元年１２月６日厚生科

学審議会臨床研究部会）に基づき、厚生科学審議会臨床研究部会への状

況の報告等の必要な対応を行い、改善に向けた計画を策定すること 

 

 

 

（１）制度の概要 

保険医療機関若しくは保険薬局（以下「保険医療機関等」という。）又は保険医

若しくは保険薬剤師（以下「保険医等」という。）に対する指導及び監査は、保険

診療の質的向上及び適正化を目的とし、健康保険法、船員保険法、国民健康保険

法及び高齢者の医療の確保に関する法律（以下「健康保険法等」という。）の規定

に基づき実施します。 

指定訪問看護事業者に対する指導及び監査は、指定訪問看護の質的向上及び適

正化を目的とし、健康保険法等の規定に基づき実施します。 

また、受領委任に係る承諾又は登録を受けた柔道整復施術者及び施術所に対す

る指導及び監査は、療養費の受領委任の取扱い及び療養費の請求事務等に関して

質的向上及び適正化を目的とし、柔道整復師の施術に係る療養費についての通知

等に基づき実施します。同様に、受領委任に係る承諾及び登録を受けたはり師、

きゅう師、あん摩マッサージ指圧師及び施術所に対し、はり・きゅう・あん摩マ

ッサージに関する指導及び監査を行います。 

 

２．保険医療機関・保険薬局及び保険医・保険薬剤師等に対する指導監査について 
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申請・届出 

指定・登録・承認 

指導・監査 

特殊事案等 

特定共同指導等 

適時調査 

（２）業務内容 

指導監査課及び都県事務所が行う保険医療機関等に対する指導等業務に関す

る事務の指導及び監督を行っています。 

また、指導監査課等が行う大規模な指導等（本省と共同で行う特定共同指導等）

の実施及び特殊事案の指導等の実施において、当課職員を派遣し業務支援を行っ

ています。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

なお、関東信越厚生局管内の保険医療機関は、病院２，３０３施設、医科診療

所３２，７９２施設、歯科診療所２７，８９１施設、薬局２２，３５１施設が指

定を受けています。 

また、保険医は２４１，０１６人、（医師１７５，１５８人、歯科医師 

６５，８５８人）、保険薬剤師は１４６，４２７人が登録を受けています。 

さらに、訪問看護事業所は５，２４１件が指定を受けており、はり、きゅう及

びあん摩マッサージ指圧の受領委任取り扱い施術所は１１，９０９件、柔道整復

師は１６，９７５人が受領委任契約を締結しています。（令和５年３月末現在） 

 

（３）実 績 

① 実施件数                         （単位：件） 

区    分 令和４年度 

特定共同指導・共同指導の実施保険医療機関等数 ６ 

(注) 令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況に鑑み、上記６件を

除き予定していた１１件は延期しました。 

指導監査課 

 

都県事務所 

医療課 

保険医療機関 

保 険 薬 局 

保 険 医 

保険薬剤師 
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（調 査 課） 
 

 

 

（１）制度の概要 

保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医

療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提

供に関することを行います。 

 

（２）業務内容 

管理課、医療課、調査課、特別指導第一・二課、指導監査課及び各都県事務所

の保有する情報開示請求に対する開示内容の統一化、的確に速やかな処理を図る

ことを目的として開示内容及び進捗の管理を行っています。 

１．保険医療指導部門の情報公開請求について 
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（特別指導第一課、第二課） 
 

 

 

（１）制度の概要 

医療保険制度の健全な運営を堅持し、国民に対する適正な保険診療等の提供が

行われるよう、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事

業者その他医療保険事業の療養担当者（以下「保険医療機関等」という）に対す

る監督に関する事務のうち、関東信越厚生局長が「特別の監督を行う必要がある

と認めた特定事項」（以下「特別特定事項」という）について監督を行います。 

 

（２）業務内容 

特別特定事項とした保険医療機関等に対し、指導・監査等を行います。 

１．特定事項に関する監督について 
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（指導監査課・各都県事務所） 
 

指導監査課及び各都県事務所は、保険医療機関等に対する指導監査等の業務を行

います。指導監査課は、関東信越厚生局が所在する埼玉県を、また、埼玉県以外の

各都県事務所は都県事務所が所在する都県をそれぞれ管轄しています。以下、指導

監査課及び各都県事務所に共通する業務について説明します。 

 

 

 

（１）制度の概要 

保険医療機関及び保険薬局（以下「保険医療機関等」という。）並びに保険医及

び保険薬剤師（以下「保険医等」という。）に対する指導は保険診療の質的向上及

び適正化を目的とし、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療

の確保に関する法律の規定に基づき実施します。 

また受領委任に係る承諾及び登録を受けた柔道整復師及び施術所に対し、柔道

整復に関する指導及び監査を行います。同様に、受領委任に係る承諾及び登録を

受けたはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師及び施術所に対し、はり・き

ゅう・あん摩マッサージに関する指導及び監査を行います。 

その他指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その

他の従業者に対し、指定訪問看護に関する指導及び監査をそれぞれ行います。 

 

（２）業務内容 

① 保険医療機関等に対する指導・監査 

指導は、「指導大綱※」に基づき集団指導、集団的個別指導、個別指導等を、

ｅラーニングによる実施、講習会形式又は面談懇談形式により、保険医療機関

等の開設者及び保険医等に視聴、出席を求め保険診療等に関して実施していま

す。 

なお、個別指導等により明らかに不正等が疑われる場合は監査を行います。 

その監査は、「監査要綱※」に基づき、診療内容や診療報酬の請求に不正又は

著しい不当があったことを疑うに足る理由があり、監査を行う必要があると認

められる場合に実施します。 

監査の結果により、保険医療機関等の指定の取消・保険医等の登録の取消の

ほか、戒告・注意の措置を行っています。 

このうち指定の取消及び登録の取消は、関東信越地方社会保険医療協議会へ

諮問し、答申を得て、行政処分として行っています。 
※ 「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」（平成 7 年 12 月 22 日付保発

第 117 号厚生省保険局長通知）により定められています。 

 

② 施設基準に関する調査 

厚生労働大臣の定める施設基準（基本診療料及び特掲診療料の施設基準）等

に基づき保険医療機関等からの届出について、審査を行っています。 

また、施設基準等の届出を受理した保険医療機関等を対象として、施設基準

等の届出受理後の調査を実施し、必要に応じ指導等を行っています。 

 

 

１．保険医療機関等及び保険医等に対する指導監査について 
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③ 柔道整復師の施術に係る受領委任契約の締結・登録業務と指導・監査及びは

り師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術に係る受領委任契約の締結・

登録と指導・監査 

柔道整復師の施術に係る受領委任の取扱い等及び、はり師、きゅう師、あん

摩マッサージ指圧師の施術に係る受領委任の取扱い等に関する申し出につい

て、審査、受理等を行っています。 

受領委任の取扱いを承諾・登録した柔道整復師及びはり師、きゅう師、あん

摩マッサージ指圧師の施術に係る受領委任の取扱い等を対象として、講習会形

式による集団指導を行っています。 

 

④ 指定訪問看護事業者に対する指導・監査 

指導は、「指導要綱※」に基づき集団指導を、講習会形式により、指定訪問看

護事業者及び管理者等に出席を求め、保険診療等に関して実施しています。 
※ 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」（平成 15年 4月 1日付保発第 0401006

号厚生労働省保険局長通知）により定められています。 

 

（３）実績 

① 令和３年度 保険医療機関等の指導・監査状況        （単位：件） 

都県名 対象機関 
新規 

個別指導 
集団指導 

集団的 

個別指導 
個別指導 監査 

茨城県 

医 科 41 1,789 94 7 1 

歯 科 22 1,572 111 10 0 

薬 局 42 1,527 96 12 1 

栃木県 

医 科 17 1,540 87 6 0 

歯 科 11 1,162 75 4 0 

薬 局 38 1,085 68 1 0 

群馬県 

医 科 26 1,663 90 6 0 

歯 科 17 1,072 74 11 0 

薬 局 44 1,096 67 8 0 

埼玉県 

医 科 121 4,585 301 24 0 

歯 科 65 3,909 276 52 1 

薬 局 120 3,470 211 31 0 

千葉県 

医 科 66 4,182 229 14 3 

歯 科 80 3,680 251 12 2 

薬 局 30 2,936 188 3 0 

東京都 

医 科 119 14,978 807 30 7 

歯 科 45 12,049 798 32 3 

薬 局 159 7,861 500 20 2 

神奈川県 

医 科 113 7,354 445 27 3 

歯 科 144 5,493 381 27 2 

薬 局 157 4,583 294 47 0 
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答 申

諮 問指定申請

届出受理

医

療

機

関

保 健 所

関
東
信
越
厚
生
局
長

開設届等（控）

指定申請書

その他

関
東
信
越
地
方
社
会
保
険
医
療
協
議
会

各
部
会指定通知書

ⅰ

ⅱ ⅲ

ⅳⅴ

新潟県 

医 科 20 1,529 86 2 0 

歯 科 17 1,338 92 8 2 

薬 局 41 1,314 86 11 2 

山梨県 

医 科 16 712 41 1 0 

歯 科 8 502 34 4 0 

薬 局 17 538 35 17 0 

長野県 

医 科 26 1,637 97 4 0 

歯 科 5 1,137 80 7 0 

薬 局 24 1,146 73 8 0 

合 計 

医 科 565 39,969 2,277 121 14 

歯 科 414 31,914 2,172 167 10 

薬 局 672 25,556 1,618 158 5 

 

 

 

（１）制度の概要 

保険医療機関・保険薬局の指定、保険医・保険薬剤師の登録のしくみ 

① 保険医療機関等の指定申請手続きについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ   医療機関の届出が受理される 

ⅱ   指導監査課及び各都県事務所に指定申請書を提出 

ⅲ、ⅳ 関東信越地方社会保険医療協議会へ諮問し、答申を得る 

ⅴ   指定通知書の交付 
 

 

 

 

２．保険医療機関等の指定及び保険医等の登録について 
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登録申請

登録済証明書

医
師
・
歯
科
医
師
・
薬
剤
師

厚生労働省 医政局

試験免許室

関
東
信
越
厚
生
局
長

医師免許証（写）

登録済証明書（写）

その他

保険医登録票

保険薬剤師登録票

ⅰ

ⅱ

ⅲ

② 保険医・保険薬剤師の登録申請手続きについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ 医師免許証への登録済証明書が送付される 

ⅱ 申請書に登録済証明書の写等を添付し申請 

ⅲ 保険医登録票等の発行 

 
(注) 指定・登録が行われない場合 

・指定・登録の取消を受けて５年を経過していないとき 

・医療機関等が保険給付に関し診療または調剤内容の適切さを欠くおそれがあるとして重 

ねて関東信越厚生局による指導を受けたとき 

・保険医療機関等や保険医等として著しく不適当と認められるとき 
 

（２）業務内容 

健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局並びに指定訪問看護事業者の

指定を行います。 

また、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師及び歯科医師の保

険医の登録や、保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師の保険薬剤師

の登録を行います。 

 

（３）実 績 

① 令和４年度 保険医療機関等の指定状況           （単位：件） 

都県名 
医 科 歯 科 薬 局 

指定 廃止等 指定 廃止等 指定 廃止等 

茨城県 366 358 337 352 256 249 

栃木県 320 322 257 252 217 194 

群馬県 319 321 254 264 205 190 

埼玉県 1,046 1,023 879 890 627 582 

千葉県 894 868 832 830 572 517 

東京都 3,028 2,811 2,575 2,523 1,559 1,490 

神奈川県 1,482 1,428 1,185 1,225 878 808 
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新潟県 383 389 315 333 229 235 

山梨県 149 156 124 126 99 100 

長野県 330 349 264 272 194 186 

 

② 令和４年度 指定訪問看護事業者の指定状況         （単位：件） 

都県名 指定 廃止等 

茨城県 40 4 

栃木県 29 2 

群馬県 33 7 

埼玉県 109 17 

千葉県 85 17 

東京都 167 56 

神奈川県 100 40 

新潟県 19 6 

山梨県 9 1 

長野県 24 6 

 

③ 令和４年度 保険医等の登録状況              （単位：人） 

都県名  新規登録 抹消等 
異 動 

転 入 転 出 

茨城県 

医 師 197 8 73 67 

歯 科 医 師 4 19 8 8 

薬 剤 師 161 3 51 62 

栃木県 

医 師 164 20 103 101 

歯 科 医 師 5 6 8 4 

薬 剤 師 126 1 44 33 

群馬県 

医 師 114 20 28 27 

歯 科 医 師 7 20 9 3 

薬 剤 師 116 4 41 28 

埼玉県 

医 師 415 23 269 271 

歯 科 医 師 86 12 26 21 

薬 剤 師 560 6 115 102 

千葉県 

医 師 436 13 297 268 

歯 科 医 師 121 16 25 35 

薬 剤 師 512 7 111 122 

東京都 

医 師 1,240 68 1,040 857 

歯 科 医 師 415 53 117 152 

薬 剤 師 1,170 16 297 269 

神奈川県 

医 師 659 50 419 325 

歯 科 医 師 180 34 41 48 

薬 剤 師 816 9 173 190 
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新潟県 

医 師 125 31 87 79 

歯 科 医 師 54 19 11 35 

薬 剤 師 93 5 32 39 

山梨県 

医 師 56 9 24 28 

歯 科 医 師 6 3 0 0 

薬 剤 師 41 3 14 12 

長野県 

医 師 136 35 93 92 

歯 科 医 師 50 15 9 33 

薬 剤 師 88 7 51 46 

 

 

 

（１）概 要 

関東信越地方社会保険医療協議会議事規則により、保険医療機関及び保険薬局

の指定について、関東信越地方社会保険医療協議会の部会で審議が行われます。 

 

（２）業務内容 

指導監査課及び各都県事務所では、それぞれの都県名を冠した関東信越地方社

会保険医療協議会の部会の庶務を行っています。 

 

（３）実 績 

管内１０部会とも、令和４年４月から令和５年３月まで（主に令和４年５月か

ら令和５年４月指定分を審議）の各月において開催し、保険医療機関等の指定を

審議しました。令和４年度に関東信越地方社会保険医療協議会（管内１０部会）

で審議された保険医療機関等の総計は以下のとおりです。 
（単位：件） 

都県名 
医科 歯科 薬局 

新規指定 指定更新 新規指定 指定更新 新規指定 指定更新 

茨城県 52 309 31 295 54 197 

栃木県 40 280 24 228 56 145 

群馬県 40 288 30 228 56 149 

埼玉県 208 846 112 742 180 452 

千葉県 191 676 103 723 138 399 

東京都 930 2,185 455 2,096 430 1,105 

神奈川県 315 1,211 167 1,006 213 649 

新潟県 42 329 28 288 47 183 

山梨県 14 140 8 103 23 82 

長野県 40 322 24 237 36 149 

３．関東信越地方社会保険医療協議会各部会の運営について 



第Ⅱ章 業務概要（実績） 麻薬取締部 

 

87 

 

（麻薬取締部） 
 

 

 

麻薬取締部では、①不正な麻薬、大麻、覚醒剤、指定薬物などの薬物犯罪の取締

りのほか、②医療用として正規に流通している麻薬、向精神薬などを取り扱う製薬

会社や医療機関への監視・指導、③再乱用防止対策及び④薬物乱用防止啓発活動を

実施しています。 

 

 

 

（１）概要 

薬物乱用を防止するためには、薬物の供給源となる薬物密売組織を壊滅し、薬

物を入手できない社会を目指す必要があります。また、薬物密売組織の維持・拡

大を支える末端乱用者に対する取締りを徹底し、薬物の需要の根絶を図る必要が

あります。 

そのため麻薬取締部では、特別司法警察員として捜査権限を有した麻薬取締官

が、薬物犯罪の取締りを行っています。 

 

（２）実 績 

区     分 令和４年度中 

検挙人員 217人 

主な押収薬物 

覚醒剤 182.3 kg 

大麻 324.2 kg 

麻薬（コカイン・合成麻薬・ＬＳＤ等） 7.6 kg 

麻薬（ＭＤＭＡ錠剤等） 27.2 kg 

 

 

 

（１）概要 

麻薬などは、医療上非常に有用ですが、ひとたび乱用されると、各種犯罪の誘

因となるなど公共の福祉に多大なる危害をもたらします。 

そのため、我が国では、法令によって麻薬などの流通及び使用を正当な目的の

みに限定して免許、許可、届出又は指定制とするなどして流通を制限し、保健衛

生上の危害の防止を図っています。 

 

（２）実績                            （単位：件） 

区     分 令和４年度中 

麻薬に関する免許・許可・届出 272 

けし、大麻種子に関する輸入 71 

向精神薬に関する免許・登録・許可・届出 659 

１．麻薬取締部の業務について 

２．薬物犯罪の取締りについて 

３．正規麻薬などの流通に対する指導・監督について 
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麻薬携帯輸出入許可 875 

覚醒剤原料携帯輸出入許可 1,209 

麻薬向精神薬原料に関する指定・許可・届出 678 

覚醒剤、覚醒剤原料に関する指定・許可・届出 11 

 

 

 

（１）概要 

麻薬取締部では、平成２３年度から検挙した保護観察の付かない執行猶予判決

を受けた薬物事犯者のうち、希望者に対し再乱用防止プログラムを実施するなど

の支援を行ってきました。令和元年度からは、公認心理師の資格を有した専門支

援員を配置して自習教材を用いたプログラムに実施や面談、薬物乱用者の家族へ

の助言などの支援を行っています。 

 

（２）実績 

区     分 令和４年度中 

再乱用防止対策の支援対象者 6名 

支援対象者との面談回数(電話・メールを含む) 58回  

 

 

 

（１）概要 

薬物乱用をさせないためには、新たな乱用者をつくらない社会環境を構築する

ことが重要です。そのため、麻薬取締部では、学校における薬物乱用防止教室や

行政機関、民間団体などに対する薬物乱用防止講演の講師として現職の麻薬取締

官を派遣し、薬物乱用防止の予防啓発活動をしています。 

 

（２）実績 

区     分 令和４年度中 

講演活動実施件数 20件 

講演活動対象人数 約 1,200人 

 

【参考】麻薬取締官ホームページには、上記のほかに、採用情報等を掲載しています。 

また、薬物犯罪に関するご意見や情報があれば、「薬物に関する情報提供」からお寄せ下さい。 

麻薬取締官ホームページ：(https://www.ncd.mhlw.go.jp/) 

薬物に関する情報提供：(https://www.ncd.mhlw.go.jp/form/mail/mail.html) 

４．再乱用防止対策について 

５．薬物乱用防止啓発活動について 

https://www.ncd.mhlw.go.jp/
https://www.ncd.mhlw.go.jp/form/mail/mail.html


第Ⅱ章 業務概要（実績） 社会保険審査事務室 

 

89 

 

（社会保険審査事務室） 
 

 

 

（１）制度の概要（審査請求※について） 

社会保険審査官は、通常の裁判制度によらず、簡易迅速な被保険者等（被保険

者、被保険者であった者、受給権者、事業主等）の権利・利益の保護を目的に、

健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法及び石炭鉱業年金基金法並びに国民年

金法に規定された資格や保険（年金）給付に関する審査請求の事件を担当してい

ます。また、社会保険審査官は、事件の審理決定等の審査の事務を行うに当たり、

何らの拘束も受けず、審査の決定は、審査官がその名において独立してこれを行

うこととされています。 

なお、審査請求は、処分を知った日の翌日から３か月以内に行うこととされて

います。 

また、社会保険審査官の決定に不服がある場合や厚生年金保険料に関する審査

請求については、厚生労働省に設置された社会保険審査会が担当しています。 
※ 審査請求とは、被保険者等が保険者（日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合、

厚生年金基金等）に対して行った申請や請求について、保険者が現行の法律等に基づいた正

当な処分（決定）を行っていないと思われる時に社会保険審査官に対し行うものです。 

 

（２）業務内容 

社会保険審査官は、審査請求を受理すべきかを判断した後、本案審理を行い、

審査請求人の主張に沿った容認（又は一部容認）あるいは棄却の決定を、文書を

もって通知しています。 

 

（３）実 績 

令和４年度に受付した審査請求事件の件数は１，８９０件となっており、電話、

文書及び訪問等による相談件数も７４０件となっています。 

また、前年度から繰り越した審査請求事件を含めた２，３２１件の内、

１，７２４件を処理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．社会保険審査官が行う事務等について 
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審査請求の流れ

保険（年金）給付・資格

等に関する不服

厚生年金保険料徴収

等に関する不服

被保険者・受給者 事業主・被保険者

処分に不服がある場合

（３か月以内）

更に不服がある場合

（２か月以内）

処分に不服がある場合

（３か月以内）

地方厚生（支）局

社会保険審査官

社会保険審査会（厚生労働省）

（受付後の流れ）

要 件 審 理

容 認 棄 却

却 下受 理

審理


